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表紙写真：黒龍潭（こくりゅうたん）は、中国雲南省麗江の旧市街地の
やや北、象山の麓の風光明媚な玉泉公園にある有名な池である。清朝時
代の1737年に建てられたこの公園では、大理石の橋の向こうに麗江最
高峰の玉龍雪山を臨む絶景が楽しめる。
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「中小規模の事業者が相互扶助の精神に基づき協同して
事業を行い、自主的な経済活動を促進し、且つ、経済的
地位の向上を図る」という中小企業等協同組合法の趣旨・
目的に基づき、会員企業の要望に応じた多角的な事業展開
をしている関東通信事業協同組合。具体的には、高速道
路等通行料金支払代行事業、外国人技能実習生共同受
入れ事業、共同購入事業、資金調達及び融資事業、通
信販売事業、パソコンによるネットワーク事業、異業種交流・
教育研修・福利厚生事業、環境改善支援事業、各種事務・
手続き代行事業を行っています。
これらの事業の中で、近年、製造業を中心に、技能実
習生共同受入れ事業に対するニーズが高まっているといいま
す。石山専務理事は、外国人技能実習生受入れ事業に携
わる上での組合のポリシーについて次のように語ってください
ました。
「技能実習生の受入れは、企業ごとに業種やスキルの要
求が異なるので、組合としても手間をかけて、細かく管理
することが必要です。そのため、弊組合では、組合の管
理能力に見合った適正規模での受入れと受入れ後の技能

実習生に対するフォローに力を入れるよう心がけています」。
また、トラブルが発生すれば他の会員企業にも迷惑がかか
るので、やみくもに規模を求めず、技能実習生を受け入れ
る企業として相応しいか、よく見極めることに重点を置いて
いらっしゃいます。

　同組合では1993年11月に外国人研修生の受入れを開始
しました。1993年は外国人研修制度を拡充する観点から、
技能実習制度が創設された年でした。当時は、在留資格「研
修」により入国が認められ、１年目の研修期間終了後、２年
目は在留資格「特定活動」に資格変更を行い、技能実習生
として在留が認められるという制度で、在留期間は、研修と
技能実習を含め最長２年でした。
　当初はベトナムからの受入れでしたが、10年位前から現在
までは、中国からの技能実習生を中心に受け入れています。
過去に受け入れた技能実習生は、中国人が1,500人弱、フィ
リピン人・ベトナム人がそれぞれ約150人となっています。
　現在、技能実習生を受け入れている会員企業は約20社
で、在留者数の合計は、技能実習1号・2号合わせて約
230人です。会員企業は、北は山形、南は大分まで所在し

関東通信事業協同組合は、東京・霞ヶ関の官庁街に隣接するビジネス街、港区虎
ノ門に事務所があります。虎ノ門は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに
向けた再開発が進められている活気溢れる街です。
同組合は1991年に設立され、現在の会員企業数は約700社。会員企業は、北海

道から沖縄の宮古島まで、全国1都1道2府40県に所在しています。高速道路等通
行料金支払代行事業、共同購入事業、外国人技能実習生共同受入れ事業を事業の
柱として運営されています。
今回は、外国人技能実習生受入れ事業の取組みについて、同組合の石山専務理

事、海外事業グループ西田グループ長代理、萩原課長にお話しを伺いました。
石山専務理事

最初の受入れは1993年

組合の管理能力に見合った
技能実習生の受入れ

関東通信事業協同組合を訪ねて

技能実習の現場から
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ているということで、全国エリアで技能実習生を受け入れる会
員企業を抱えるご苦労もあるようです。法令に基づく組合よる
毎月の訪問指導、3ヶ月に１回の監査に加え、トラブル等が発
生した際には、会員企業に駆けつけたりすることもあります。
最初は外国人技能実習生受入れの事例も少なかったの

で、どのように技能実習生に指導すればよいのか、戸惑うこ
ともあったそうですが、技能実習生を受け入れる会員企業の
ノウハウが徐々に蓄積されてきたそうです。そんな中で、当
初に比べて、日本に来る技能実習生の“志”の変化も感じて
いるそうです。当時の技能実習生の中には、中国に戻って
大実業家になった人もいて、野心的な人が多かったのが、
最近は、おしゃれや観光、休日の外出など日本の生活を楽
しみたいという人が増えているとか。
また、以前は、日本にいる間あまりお金を使わずに貯金し
て、帰国時にデジタルカメラやパソコン、携帯電話等をお土
産に買って帰り、帰国後に楽しむ技能実習生が多かったそ
うですが、いまは入国するときから、デジタルカメラやスマー
トフォンを持参してくるとのこと。時代の変化や技能実習生の
価値観の多様化が感じられるそうです。

同組合による技能実習生受入れ数は、ここ数年、平均し
て年間100人程度でしたが、昨年は約120人と2割程増加。
しかしながら、受入れの中心であった中国から、フィリピンや
ベトナムにシフトする動きが高まっているとのことです。
フィリピン、ベトナムとも、中国とは異なるそれぞれの国民性

（例えばフィリピン人は愛嬌がいい、ベトナム人はわりとおとな
しく自己主張が少ないなど）があるものの、技能実習制度の
目的は会員企業の作業現場でしっかり技能を修得してもらう
ことであり、これまで培ってきた組合・会員企業のノウハウは
送出し国が変わっても活かすことができると考えているそうで
す。ただし、送出し国の変更により、食文化や宗教上の習
慣などに対応する必要も出てきているとのことです。
いままで中国からの受入れが多かった理由をお聞きすると

「会員企業自身で中国語が理解できる人材を採用するなど、
長年の経験から中国人を受け入れるノウハウを蓄積してきた
企業が多いため、どうしても中国人技能実習生を継続的に
受け入れたいという要望が寄せられたことが要因です」とい
うことでした。また、長年かけて構築してきた中国の送出し
機関との信頼関係やノウハウの蓄積も、中国人技能実習生
の受入れが継続している要因のようです。例えば、技能実

習生候補者の募集・選抜について、基本的には送出し機
関の力量に頼るところが大きく、送出し機関が募集期間を
長めに設定する、１回の募集人数を少なくして募集時期を
何回かに分散するなどして、より厳しい目で選抜し、相応し
い人材を送り出してくれているそうです。
なお、今後の展望について伺うと、要望の少なかった建
設関連の技能実習生受入れのニーズが増えてきているの
で、そのような会員企業の要望にも対応していきたいとのこと
でした。また、いままでは中国からの受入れが中心でしたが、
今後は中国以外のフィリピンやベトナムなどからの技能実習
生の受入れにも今まで以上に力を入れて取り組んでいきた
い、との意気込みを語られました。

送出し国での講習のカリキュラムは、日本語の教育はもち
ろんですが、実習実施機関となる会員企業からの要望とし
て「工場で日常的に使う専門用語」を予め送出し機関に伝え
て、事前に習得できるようにカリキュラムに取り入れてもらうこ
と、また実習現場の環境や実習の様子、生活の様子等、
来日する技能実習生の関心が高い情報や、実習実施機関
と技能実習生の間で調整した事例等を、積極的に送出し
機関に開示して、送出し側での講習に活かしてもらうように
しています。このような取組みによって、入国後の実習がよ
りスムーズに進むなど効果がでているとのことです。「入国
後の講習では、日本語教育は日本語学校に委託しています
が、最低でも毎週１回は監理団体職員が日本語学校に顔
を出して、1人1人の技能実習生に対して、技能実習制度
や雇用条件、技能実習生総合保険のことなどについて技
能実習生の理解できる言語で説明しています」と話され、
実際面接前・面接後・来日後などに何度も繰り返して同じ
説明をし、技能実習制度や雇用条件を良く理解してもらうよ
うに工夫している
そうです。この取
組みの効果とし
て、実習実施機関
と技能実習生との
間の相互理解が目
に見えて深まったと
のことです。

技能実習生の受入れは増加傾向

送出し国での
講習カリキュラムにも工夫

萩原課長
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技能実習の成果を高めるために留意していることとして、
技能実習生からの相談に時間をかけて耳を傾けることを挙
げていらっしゃいました。技能実習生からの相談については、
その母国での生活環境等を踏まえ、日本の習慣・考え方を
その都度技能実習生に説明・理解を得るようにすると同時
に、実習実施機関にも技能実習生の考え方・習慣等を説
明し、相互理解が深まるよう留意しているそうです。また、
実習実施機関の担当者のモチベーションアップを目的に、
送出し国での技能実習生候補者との面接時に担当者にも
同行する機会を提供し、実習実施機関の担当者が事前に
技能実習生の母国での生活環境や経済情勢を見聞するよ
うに、また技能実習生候補者の意気込みなどを知ってもらう
ように、支援しているそうです。これによって受入れ側の意
識も高まり、双方のモチベーションアップの効果に繋がって
いるとのことです。

受入れ後の日本語指導としては、受入れの規模が大きい
実習実施機関（技能実習生20～30人）では、週1回日本
語の勉強会を実施しているとのこと。また、日本語能力試
験の受験料の半額補助を行っています。「最近、ベトナム
の日系企業から聞いたことですが、ベトナムでは、多くの日
系企業が進出していることもあり、来日するベトナム人技能
実習生の日本語の勉強熱が高まっているそうです」ともおっ
しゃっていました。

日常の技能実習や生活の指導は、身近で接している実
習実施機関の生活指導員の果たす役割が大きいものです。
ただし、日本の習慣・考え方だけでは相互理解が深まらな
いと予想される場合は、組合のスタッフが訪問するなどして、
組合と実習実施機関の役割分担がうまく機能するように努
めているそうです。「技能実習生の間で、先輩後輩、出身
国の違いがあり、その中で調整が必要なケースなどは、母
国語が話せる組合の職員が直接、実習実施機関を訪問し、

時間をかけて対応
しています」。
　これについて、
石山専務理事か
らエピソードを聞
かせていただきま
した。お正月休み
中、技能実習生
が誤嚥により緊急
入院して集中治療室に入ったとの連絡があり、すぐに萩原
課長が駆けつけてアドバイスや医者との通訳などの細かい
対応を適切に行ったため、大事にはいたりませんでした。
退院後も保険適用のアドバイスなど技能実習生と実習実施
機関に対して親身になって支援し、感謝されたそうです。

　JITCOの利用状況について「組合の会員企業は異業種
が多いこともあり、会員企業から新規の職種の受入れの相
談があったときにJITCOに相談して情報を提供してもらい
ます」とのこと。また、新しい国からの受入れの要望がある
場合などに、その国の送出し機関の情報提供を依頼するな
ど、JITCOを有効に活用してくださっています。

　同組合が監理団体として努力していることは「決して背
伸びをせず、監理団体の管理能力の範囲で技能実習生
のフォローを行うこと」、「技能実習生の採用段階から厳し
い目で選抜すること」、「技能実習生に日本での労働条件を
よく理解してもらうため、何度も繰り返して技能実習制度の
内容や雇用条件等を丁寧に説明すること」、「技能実習生
と実習実施機関における生活指導員・技能実習指導員、
双方のモチベーションを高める工夫をすること」、「組合と
実習実施機関における技能実習指導員とのコミュニケー
ションを良くすること」など、枚挙にいとまがありません。監
理団体として円滑な受入れのために、技能実習生と実習
実施機関にきめ細かく対応し、努力し続ける姿勢が重要で
あると語られる石山専務理事の言葉が印象的でした。

重視する日本語指導

監理団体として努力していること

JITCOの有効活用

技能実習生と実習実施機関、
双方のモチベーションを高める

監理団体と実習実施機関の
役割分担

西田グループ長代理
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曙精機工業株
式会社の最初の
技能実習生受入
れは2008年です。
主に中国の東北
地方出身者を受
け入れ、現在は、
千葉工場に中国
人の技能実習生
が5人在籍しています。
これまでに受け入れた技能実習生は、日本の同世代の
若者と比べてメンタルの面などでも、とても強くしっかりして
いたそうです。そんなことから、技能実習生が技能を学ぶ
ことにとどまらず、同社の組織活性化にも貢献していると、
技能実習制度を高く評価しています。同社は海外での事
業を展開したいという意向もあり、実習が終わって帰国した
技能実習生との繋がりを大切にしているといいます。いまで
も面接等で中国を訪問したときには、帰国した技能実習生
との食事会を開催するなど、関係を継続しているとの事で
した。
「本音を言えば、現在、国会に提出されている技能実習
法案が早く成立し、条件を満たせば3年終了後も技能実習
が継続出来る制度になればいい」と近藤社長が話されていま
した。
このように、技能実習制度は、同社にとって将来の企業

戦略にも不可欠なものになっており、有効に活用されている
と感じました。

次に技能実習生との日常のコミュニケーションについて伺
いました。
安い費用で日本語の日常会話を教えてくれる地域サーク

ルがあるので、日本語学習の一助になればと思い、技能
実習生に勧めてきたものの、このところあまり参加しておら
ず、また、最近はインターネットで中国のテレビ番組を簡単
に観ることができるので、技能実習生がかつてのように日本
語のドラマやニュースに触れる機会が減っているといいま
す。日本語のレベルアップは、技能実習生と日本人の職員
がコミュニケーションを図るために、大事なことは言うまでも
ありません。しかし技能実習生とのコミュニケーションを図る
上で大切なことについて、庄司統括リーダーは次の様に自
信を込めて話されました。「技能実習生の日本語能力の向
上に期待するだけでなく、日本人職員の意識が変わることも
必要です。こちらから彼らのほうに飛び込めば何とか伝わり
ますよ」。
実習実施機関は、技能実習生に日本語を早く習得するよ

うに求めます。そのために日本語を指導していますが、同
社では発想を転換し、日本人の技能実習指導員や生活指
導員が技能実習生の輪の中に入り込み、コミュニケーション
を密にすることに力を入れているとのことです。

技能実習生には大変感謝している

こちらから技能実習生の
ふところに飛び込めば伝わる

近藤代表取締役
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曙精機工業株式会社は、半導体部品の製作に使用する精密な治具を製造・
販売する目的で1969年に設立されました。主要な加工品は、カーボン治具製
品、金属加工製品、樹脂加工製品、レーザーマーキング製品などがあります。
横浜市に本社と営業所がありますが、今回は外国人技能実習生が実習してい
る千葉県茂原市の千葉工場を訪問し、近藤代表取締役社長と公私にわたり技
能実習生の面倒を看ている庄司統括リーダーにお話しを伺いました。

曙精機工業株式会社を訪ねて
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この8年間で、技能実習生に対する指導ノウハウが蓄
積。以前は、日本人職員と技能実習生との間のコミュニケー
ションが不足しがちで、技能実習生の技能レベルや作業効
率が上がらず、苦労していたそうです。原因は言葉の壁
でした。そこで「作業において日常的に使うことばとその意
味」を書き出して、事前に中国の送出し機関に伝え、中国
での講習における資料として活用してもらうこととしました。
その結果、技能実習生に対する作業指示が伝わりやすくな
り、技能レベルの向上と作業効率の改善に繋がったそうで
す。過去の経験に根ざした工夫をされていることに感心しま
した。
さらに、毎年、同じ国からの技能実習生を継続して受け
入れているので、日本人の指導員のみならず、技能実習
生の先輩が作業の細かい内容を後輩に伝達してくれるよう
になったそうです。過去には「何をどうしたらよいか」など仕
事の細かいことが言葉の壁で伝わらないことも多々あったそ
うですが、今では技能実習生の先輩達が、日本人の指導
員とともに、そのギャップを埋めてくれています。

技能実習生の生活指導については「技能実習生たちは
寮から工場まで自転車で通勤しています。毎朝の通勤時
に犬の散歩をしている近所の人達にも積極的に挨拶を交わ
すなど、地域住民とも上手くコミュニケーションをとって生活
しています」と話されます。
休日は技能実習生が連れ立って東京や横浜あたりに観

光などに行き、横浜の中華街に友人がいるなど、遊びに出
かけるのを楽しみにしている様子だそうです。
また、中国から来た技能実習生たちが自宅で作る本場
の水餃子がとても美味しく、同じ職場の日本人職員たちが、
彼らから餃子パーティの招待を受け、もてなしを受けること
もあり、日中の交流の輪が広がっているそうです。
時には技能実習生がホームシックになることもあり、かつ

ては母国の家族に何かあった時すぐに駆けつけられないこ
とを心配していたそうです。しかし最近ではインターネットや
パソコン・携帯電話の発達により、母国の家族とのコミュニ

ケーションが簡単にできるようになったので、同社はインター
ネット等の通信環境を整備し、技能実習生が安心して日本
で過ごせるように努めているそうです。
　また、自転車による事故防止にも注意をはらわれ、以前
技能実習生が帰国直前に軽い交通事故に遭うというアクシ
デントが発生したことから、車の多い道路は避けるように、
予め安全な通勤経路を推奨したり、大雨や台風の時は職
場の日本人の社員が車で迎えに行ったりしているそうです。
最近では技能実習生のほうから「今日は台風なので車で迎
えに来てください」とリクエストがあるのだとか。

　技能実習生との関係が長年うまくいっている秘訣を聞くと
「技能実習生も日本人の職員と同じように、仲間として受け
入れ、垣根を作らず積極的に彼らの中に入り込んでいるこ
とが上手くいっている要因だと思います」とおっしゃっていまし
た。技能実習生であることを理由に禁止している事項はなく、
彼らが積極的に勉強するため、仕事の資料を閲覧したり、
機械に触ることも自由としているそうです。また、昼食も会
社の食堂で日本人の職員と同じものを一緒に食べているとの
ことです。
　もし、技能実習生の母国との作法や習慣の違いなどで、
日本人社員が嫌だと感じたことがあれば、それを正直に話
すようにしているそうです。そうすれば、逆に技能実習生も
嫌だと感じたことや困っていることがあれば本音で伝えてくれ
るとのこと。「本音でぶつかることが、お互いを理解して人
間関係をうまく保つ秘訣です」と、庄司統括リーダーは力強
く話してくれました。
　最先端の技術や装置が見学できる業界の展示会があれ
ば、技能実習生も同行させ、最近では茨城県筑波市で開
催された展示会を見学してきたそうです。経験を共有するこ
とにより、日本人
の職員との間に信
頼関係が築かれ、
技能実習生のモ
チベーションも高ま
る、と庄司統括リー
ダー。「年度によっ
ては繁忙期が続
き、展示会などに

技能実習生に対する
指導ノウハウの蓄積

近所の人達とも積極的に
挨拶を交わす

庄司統括リーダー

本音でぶつかることが
人間関係を良くする秘訣
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トピックス

連れて行けなかったことなどもあり、指導員としての後悔もあ
ります」という同氏の言葉からは、本当に技能実習生を日本
人と同じように職場の仲間として受け入れていることが感じら
れました。　

関東通信事業協同組合と曙精機工業の間では「技能実
習生を会社の一員・仲間として受け入れている」ので、大
きなトラブルは発生していません。トラブルがあれば、監理
団体である関東通信事業協同組合と同社が連携して解決
しています。技能実習生の指導においては、怒ってでも改
善してほしいことがあるときには、母国語で細かいニュアン
スを伝えることが必要になります。そのようなときは、関東通
信事業協同組合の中国語が理解できる職員から、会社と
は違った立場で「本当はどう思っているか」など、技能実習
生の本音を聞き出してもらい、それによってお互い納得でき
る解決策を見つけることができるそうです。

環境の異なる日本で苦労はあったと思われる技能実習
生も、帰国するときには「日本に来て良かった。何かと大
変なこともあったが、それより日本人の仕事の仕方を覚えた
ことや、異文化に触れたことが良かった。また日本で実習
したい」と言ってくれるといいます。「彼らが帰国して日本で
学んだ技能や感じたことを母国に伝えて、日中の友好の架
け橋になってくれれば良いと思っています。また曙精機工
業の中国への事業展開や販路拡大など、次の展開を見
据えた長期的な計画の中で、いつの日か、彼らが活躍し
てくれることを願っています」とおっしゃる近藤社長。技能
実習生への期待を込めて語ってくださいました。

今回の取材では、監理団体である関東通信事業協同
組合と実習実施機関である曙精機工業株式会社が、役
割分担しながら連携を図り、円滑に外国人技能実習制度

を活用している様子を伺うことができました。
特に、関東通信工業協同組合は、外国人技能実習制

度の黎明期からの長年蓄積してきたノウハウを有しており、
実習実施機関・技能実習生に対する管理能力の高さが感
じられました。
また、曙精機工業株式会社は、技能実習生の権利を
尊重し、人間関係を円滑にしていました。技能実習生を大
切に扱い、技能の習得をサポートし、その働きに本当に感
謝している思いが伝わってきました。
そして、帰国後の技能実習生が「また日本で実習したい」

と言ってくれている、と嬉しそうに語られていたことが、とて
も印象的でした。
関東通信工業協同組合と曙精機工業株式会社の長年

のこうした地道な取組みと努力が、外国人技能実習制度
を支えていることを改めて感じました。

日中の友好の架け橋に

最後に

監理団体と連携し技能実習生の
本音を聞き出してもらう

治具の製造や検査の仕事に
真剣に取り組む技能実習生たち
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2015年11月23日、ベトナム労働・傷病兵・社会省海外労
働局（DOLAB）（以下 DOLAB）と協議を行いました。 

JITCO から、技能実習制度の改正の状況、ベトナム人の
技能実習生の状況等について説明を行いました。

DOLAB からは、ベトナム人技能実習生の送出しが順調に
増えている中、送出し機関の体制強化等について説明があり
ました。

同日、送出し機関セミナーを開催し、DOLAB 職員の他、
送出し機関51社71人が参加しました。ベトナムからの送出し
の状況や留意点、技能実習制度改正の状況等について
JITCO から説明を行いました。

11月24日、25日及び26日に、4つの認定送出し機関を訪問
し、ヒアリング及び事前研修施設等の見学を行いました。

2015年11月27日、カンボジア労働・職業訓練省（MLVT）
（以下 MLVT）大臣への表敬訪問と協議を行いました。

JITCO から、技能実習制度の改正の状況、カンボジア人
の技能実習生の状況等について説明を行いました。

MLVT からは、今後日本への送出しを強化するため、
JITCO には今後も支援してもらいたいとの要望を受けました。
JITCOとしても、今後支援を継続していきたい旨回答しました。

同日、送出し機関セミナーを開催しました。同セミナーには、

MLVT 職員の他、送出し機関45社45人が参加し、カンボジ
アからの送出しの状況や留意点、技能実習制度改正の状況
等について JITCO から説明を行いました。

翌28日、認定送出し機関2社を訪問し、ヒアリングや事前
研修施設等の見学を行いました。

本件に関する問合わせ先：
国際部国際第一課 【電話】03-4306-1150

技能実習制度は、民間ベースにおける技能実習生の送出
し・受入れを通じて、技能・技術の開発途上国への移転を図り、
開発途上国の経済発展を担う人づくりに協力することを目的と
しています。

公益財団法人国際研修協力機構（JITCO）は、技能実習

ベトナム政府窓口との
協議等実施について

カンボジア政府窓口との
協議等実施について

インドとの討議議事録（R/D）の
締結について

右側左から2番目：ナム副局長

サムヘン労働・職業訓練大臣（右）表敬

送出し機関セミナー

送出し機関セミナー

右側右から2番目：サクダ労働総局長
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制度の円滑な実施を促進するために、送出し国政府機関との
間で、相互に協力することを確認する「討議議事録（R/D：
Record of Discussions）」を締結しています。

インドとは、1996年に労働省雇用訓練局（DGET）とRD を
締結し、その後、2009年の入管法改正を受けて、RD の改
訂を呼びかけておりました。

この度、インド政府との調整が整い、JITCO はインドにミッショ
ンを派遣し、その成果として、2015年11月30日に、インド技
能開発・起業促進省（MSDE）訓練局（DGT）との間で、入管
法改正の内容を反映した討議議事録（R/D）に署名しました。

インドは、新たな産業政策に「メイク・イン・インディア」（イン
ドでモノづくりを）を掲げ、製造業を軸とした経済成長を実現し
ようとしています。

インドから、本制度の活用を通じた人材育成に高い期待が
寄せられています。詳細については、下記までご連絡ください。

本件に関する問合わせ先 :
国際部国際第二課 【電話】０３－4306－１１５１

今 般、ベトナム労 働・傷 病 兵・社 会 省の海 外 労 働局
（DOLAB）及び在日ベトナム大使館労働部から、2015年11月
18日付けのベトナム労働・傷病兵・社会省副大臣名の公文に
ついて文書（ベトナム語）の通知を受けました。　
①趣旨について

同公文は、ベトナムの送出し業務に関し、技能実習生から
の高額な費用の徴収や技能実習生の失踪の増加等の諸問題
があることから、様々な観点から適正化を図るために策定され
たものです。本公文は、ベトナム労働・傷病兵・社会省が送
出し機関を規制するために発出した副大臣の公文で、日本の
監理団体・実習実施機関を直接規制するものではありません
が、反射的な影響を受けることとなります。
②内容について

2016年1月13日に、JITCO は同公文の仮訳を行ない、ベ
トナム語全文と日本語仮訳をホームページに掲載いたしました。

同公文の内、監理団体の皆様に特に関わりのある事項の
概要は、以下のとおりです。

－ベトナムから一定数以下の技能実習生の受入れを行う監
理団体に対する協定書を締結できる送出し機関の数の
制限

－日本での講習中の手当の下限及び宿舎費の上限の設定
－ベトナムでの事前講習費及び送出し管理費の下限の設定
－往復渡航費及び日本滞在中外国人の技能実習生保険の

付保措置の日本側負担　　　　　　　　　
－監理団体及び送出し機関双方の口座番号等の協定書へ

の記載　等
同内容（ベトナム語及び翻訳文）の詳細や全文につきまして

は、JITCO のホームページ「お知らせ欄」1月13日付の内容を
ご参照ください。
③照会先について

同公文のベトナム側への問合わせは、在日ベトナム大使館
労働部へお願いいたします。
（日本語対応可）　
住所：151-0062 東京都渋谷区元代々木町１０－４　Wact 

代々木上原ビル２F
電話番号：03-3466-4324
E-mail: banqlldnhatban@gmail.com
また、送出し機関を通じて海外労働局（DOLAB）へご照会

いただきますようお願いいたします。
④ベトナム労働輸出協会の関与について

公文では、ベトナム国内で監督・指導のために、送出し機
関 の 団 体 で あ る ベトナ ム 労 働 輸 出 協 会（Vietnam 
Association of Manpower Supply：VAMAS）が海外労働
局（DOLAB）と協力して送出し機関を調査・処罰すると記載さ
れています。
⑤今後の JITCOの対応について

JITCO は、海外労働局（DOLAB）に対して、同公文につ
いて引き続き情報収集を行い、随時お知らせしてまいります。

本件に関する問合わせ先 :   
国際部国際第一課 【電話】03-4306-1150

　2016年2月1日、インドネシア労働省ダキリ大臣への表敬訪問
と同省の訓練・生産性開発総局との定期協議を行いました。
　JITCO から、技能実習制度の改正の状況、インドネシア人
の技能実習生の状況等について説明を行い、先方からは、
今後は送出し人数及び質の一層の向上に向けて送出し機関
に対する指導等に取り組みたいという説明がありました。
　翌２日には、送出し機関セミナーを開催し、アンワール訓練・
生産性開発総局長及び担当職員出席の下、送出し機関61
社71名が参加し、JITCO からインドネシア人技能実習生の受

新たに公表されたベトナム労働・
傷病兵・社会省副大臣名の
公文について

インドネシア政府窓口との
協議等実施について

フィリピン政府窓口との
協議等実施について

（左から）インド技能開発・起業促進省訓練局　アガルワル局長
インド技能開発・起業促進省　ナンダン次官
JITCO　都筑健介常務理事・国際部長
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入れ状況や留意点、技能実習制度改正の状況等について説
明を行いました。 

本件に関する問合わせ先 :
国際部国際第二課 【電話】03-4306-1151

　2016年2月４日、フィリピン労働・雇用省（DOLE）バルドス
大臣への表敬訪問を行い、翌５日には、同省の海外雇用庁

（POEA）（以下 POEA）との定期協議を行いました。
　JITCO から、技能実習制度の改正の状況、フィリピン人の

技能実習生の状況等について説明を行い、先方からは、送
出し強化に向けた POEA における審査手続きの迅速化の取
組み等について説明がありました。
　また、同日には送出し機関セミナーを開催し、カクダック
POEA 長官及び担当職員出席の下、送出し機関34社42名が
参加し、JITCO からフィリピン人技能実習生の受入れ状況や留
意点、技能実習制度改正の状況等について説明を行いました。
 

本件に関する問合わせ先 :
国際部国際第二課 【電話】03-4306-1151 

概要は、以下のとおりです。

制限

付保措置の日本側負担　　　　　　　　　

の記載　等

ご参照ください。
③照会先について

労働部へお願いいたします。
（日本語対応可）　

代々木上原ビル２F
電話番号：03-3466-4324
E-mail: banqlldnhatban@gmail.com

いただきますようお願いいたします。
④ベトナム労働輸出協会の関与について

れています。
⑤今後の JITCOの対応について

いて引き続き情報収集を行い、随時お知らせしてまいります。

本件に関する問合わせ先 :   
国際部国際第一課 【電話】03-4306-1150

と同省の訓練・生産性開発総局との定期協議を行いました。

に対する指導等に取り組みたいという説明がありました。

インドネシア政府窓口との
協議等実施について

フィリピン政府窓口との
協議等実施について

ダキリ労働大臣表敬

バルドス労働・雇用大臣表敬

アンワール総局長の挨拶（正面左）

左から2番目 :カクダック長官

送出し機関セミナー

送出し機関セミナー 
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JITCO では、送出し国事情や認定送出し機関などについての情報
提供を行っています。

TEL：03-4306-1150／1151
FAX：03-4306-1112

お問い合わせ先
◆ 国際部 ◆



仕事でも日常生活でも、技能実習生が数字
を使いこなすのは重要なことだと思いますが、

日本の数字はいろいろな言い方があって難しいことも
理解できます。数字を間違えられたら会社の業績に
も支障が出る恐れがあるので、技能実習生にはしっ
かり身につけてもらいたいのですが、どのような指導
方法がありますか。 （Ｓ協同組合　Ｗさん）

数字はほんとうに大切ですね。Ｗさんがおっしゃるように、
技能実習の現場で数字をきちんと伝達することは、品質
管理など、実習現場での仕事にも直結することですし、日
常生活でも数字を使うことなしに毎日を送ることは不可能で
す。しかしながら日本語の数字は外国人にとっては複雑で、
戸惑うところもたくさんあるようです。指導する側が気をつ
けておきたいところを以下にまとめてみましたので参考にな
さってください。

アドバイス１  まずは10まで、次は99まで、できれ
ば百万位までを目安にしましょう。

はじめはゼロから10までしっかり練習します。書かれ
た数を見て声に出して言えることと、聞いた数字を書きと
れることを目指すと良いでしょう。次は99までを体系的に
提示して、２桁の数の言い方のルールが理解できるように
します。ここまで学べば時刻や月日の表現を使うことがで
きますから、そのような練習も取り入れます。
次の段階は、百、千、万の単位を使う表現です。万

までの単位がわかれば１億未満なら言えることになります
が、現実的には、買い物の場面を想定して1万ぐらいま
でを重点的に練習し、余裕があれば、給料や貯金など
を想定して百万単位の数字までを扱えば十分でしょう。
仕事によって、小数点や分数、マイナスの数などが必
要な場合は、それらをよく練習する必要があります。

アドバイス２   技能実習生の母語によって困難な
ところが異なります。

数字の表し方は言語によって異なります。日本語と異
なる数え方をする言語が母語の技能実習生の場合は、

特に意識的に練習する必要があります。

中国人技能実習生にとっては、日本語の数字は中国語
と似た部分が多いので易しく感じると思いますが、ベトナ
ム人技能実習生には、１万、10万あたりの数え方が母語
と異なって難しいのでよく練習する必要がありますし、イン
ドネシア人の技能実習生はさらに、15と50、17と70など
が混乱しやすいので、ここも十分な練習が必要です。

アドバイス３   単位（助数詞）つきの数字は大変。
何度も繰り返すしかありません。

同じ「４」でも、「よねん しがつ よっか よんぷん」な
ど、後ろにつく単位（助数詞）によって読み方はさまざまで、
外国人泣かせです。これらは一度勉強しただけで身につ
くものではなく、とにかく何度も触れて身につけるしかあり
ません。毎日の始業時や終業時に日付や時刻を言ったり、
教室の時計やカレンダーを見て声に出して言ったりなど、
小さな練習をたくさん重ねることが大切です。
また、「ひとつ、ふたつ、みっつ…」という数え方は、「い
ち、に、さん…」＋「枚、本、台…」とは異なる体系で、
一見大変そうですが、使える範囲が広く、どの助数詞を
使ったらいいかわからない外国人にとっては助数詞の間
違いを気にせずに使えるので実は大変役に立ちます。
「やっつ、ここのつ」
などは使う頻度は低
いですが、「ひとつ、
ふたつ、みっつ、よっ
つ、いつつ」ぐらい
まで覚えておくと、と
ても便利です。

監理団体や実習実施機関から寄せられる日本語指導に関するご相談に対するアドバイスを
ご紹介しています。今回は、数字の指導についてのご相談です。

日本語指導お困りですか？

例１「100000」の言い方
　　日本語、中国語等　　　 10×1万
　　英語、ベトナム語等　　100×1千

例２「17、70」の言い方
　　日本語、中国語等　　　 10＋7、7×10
　　英語、インドネシア語等　7＋10、7×10

例　 ３本？ ３個？ ３台？

「みっつ」でＯＫ！

日本語指導お困りですか？
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アドバイス４  身近にあるものを使って、数字に慣
れていきましょう。

例えばスーパーのチラシは、値段の他にも、1袋、２本、
１パック、500mlなど、数字を含んだ表現が満載です。
また、食品パッケージには、消費期限や賞味期限などの
日付、栄養成分表示などの数字があり、日本での生活
に必須の情報に直結します。このような身近にあるものを
使えば、技能実習生も興味を持って取り組むことができ
ます。
また、技能実習の現場で実際に使っている道具や仕
様書などを使った練習も非常に効果的です。いろいろな
ものを使って数字に慣れていきましょう。

アドバイス５   まいにちドリル「かず」を紹介します

「JITCO日本語教材ひろば」http://hiroba.jitco.
or.jp/ から無料でダウンロードできるまいにちドリル「か
ず」は、数字の聞取りに特化したドリルです。ドリル関係
でダウンロードできるものは次の通りです。
・記入用シート(見本は上記。１回分はA5サイズ )
・音声課題 (mp3)
・解答とスクリプト
・使い方ガイド
・日本語の数についての概説
全４０回のドリルで、第１回は１桁の数の聞取りですが、
次第に複雑な数字を聞く練習になります。値段、人数な
ど、使用する単位は回ごとにバリエーションがあります。
はじめは技能実習生の耳が慣れていないので、何度も
聞くことになるし、答え合わせにも時間がかかりますが、
慣れれば、答え合わせも含めて１回５分程度です。
教材の使い方はシンプルで、音声を聞いて、聞き取っ

た数字を書きこむだけです。数字を書くだけなので、ひ
らがな・カタカナの習得が十分でない段階から使うことが
できますから、できれば入国前からお使いいただきたい
教材です。何度も繰り返すことで耳を慣らすと同時に、ド

リルと並行して、数字を含んだ実際のやりとりをする機会
をたくさん作ってください。

2016年度 日本語指導員向け講座のご案内

内容等の詳細は JITCOホームページをご覧くだ
さい。各地の会場も決まり次第掲載します。オンライ
ン申込みの他、１団体から複数名様でご参加の場
合等は、申込用紙ダウンロード後、FAXかメール
のご利用も便利です。どれも日本語指導の経験が
ない方のご参加が可能です。具体的な日本語指導
のイメージをつかんでいただけます。

☆日本語指導セミナー 

講習の日本語指導を中心に「聞く」「話す」力をつける指導
について考える１日のコースです。インターネットサイト
「JITCO日本語教材ひろば」内の教材等もご紹介します。
賛助会員： 10,000 円　非会員： 13,000 円（１名）
6/17(金 )東京、10/26(水 )東京、11/10(木 )名古屋、
11/11(金 )広島、12/9(金 )水戸、1/19(木 )大阪、
1/20(金 )福岡、2/10(金 )東京　（予定）

＊＊＊ プログラム 9:30-16:30＊＊＊
１．講習の日本語指導のポイント
２．講習の日本語指導計画
３．インターネットサイト「JITCO日本語教材ひろば」と
　 サイト内教材の紹介
４．「聞く」「話す」力をつけるための教室活動
５．授業実習

☆日本語指導ワークショップ 
テーマに沿ってピンポイントで考える約３時間のコースです。
賛助会員： 5,000 円　非会員： 8,000 円（１名）
9/9（金）東京　AM プログラムＡ、 PM プログラムＢ
3/3（金）東京　AM プログラムＢ、 PM プログラムＡ
AM9:30-12:30 、PM13:30-16:30
プログラムＡ：はじめての日本語指導
プログラムＢ：日本語指導員のための日本語文法入門
どちらか１つのプログラムだけでも受講できます。

☆日本語指導オンデマンド  
ご希望日にJITCOの日本語指導専門スタッフがお伺いしま
す。上記のセミナーやワークショップの日程が合わない場合の
他、企業内研修等にご利用いただけます。
賛助会員： 5,000 円　非会員： 8,000 円（１名）
１回約３時間です。講師の交通費を別途ご負担ください。

「技能実習生のための日本語 みどり」簡易製本版＋CD進呈！

日本語指導お困りですか？
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■技能実習生に対する日本語指導全般について、
ご相談・ご質問を受け付けています。
　能力開発部援助課　メール　hiroba@jitco.or.jp
　TEL：03-4306-1168
　FAX：03-4306-1115



Q1
時間外・休日労働は何割増しで支給すればよいので
すか。

A1 使用者は、時間外・休日労働をさせるためには、労
働者の過半数で組織される労働組合、労働組合が

ない場合は労働者の過半数を代表する者と労使協定（36協
定）を締結し、所轄労働基準監督署に届出が必要です。法定
時間外労働（※１）、法定休日労働（※２）及び深夜労働（※３）
を行わせた場合には、次の割増率による割増賃金を支払わな
ければなりません。
①法定時間外労働の場合 ２割５分以上（※４）
②法定休日労働の場合 ３割５分以上
③深夜労働の場合 ２割５分以上
④法定時間外労働が深夜に及んだ場合 ５割以上（①＋③）（※５）
⑤法定休日労働が深夜に及んだ場合 ６割以上（②＋③）

※１：１日８時間・１週40時間を超える労働
※２：週１日または４週４日の法定休日における労働
※３：午後10 時から午前５時までの間の労働
※４：大企業については、１ヶ月の法定時間外労働が60時間を超える

部分は５割以上
※５：大企業については、１ヶ月の法定時間外労働が60時間を超える

部分と重なる場合は７割５分以上

なお、中小企業を含む全企業について、１ヶ月の法定時間
外労働が「時間外労働の限度に関する基準」を超える部分に
ついては、２割５分を超える割増率を設定するよう努力義務
があります。

〔参照条文〕労基法第36条、第37条

Q2
割増賃金はどの労働時間帯に対して支払うのでしょ
うか。

A2 割増賃金は以下の場合に支払いが必要となります。
①１日８時間及び１週40時間の法定の枠内を超え

ての労働
就業規則などで定めた所定労働時間が法定労働時間より

も短い場合で、労働者と特に定めを行っていない場合には、

法定労働時間内部分については法定の割増賃金を支払う義
務はありません。法定労働時間を超えない部分の所定労働
時間外の割増の取扱いについては実習実施機関において定
めてください。
例：所定労働時間が9:00～17:00（休憩1時間）で7時間労
働の場合、法定労働時間8時間との差である1時間につい
ては、労働者と特別に取決めがない限り、または就業規則
に特別の定めが無い場合は、法定の割増賃金を支払わな
くてもよい。

②週１回又は４週４日の法定休日における労働
ただし、次のような場合は法定休日労働とはなりません。
●毎週１回の法定休日のほかに、国民の休日、年末年始な
どを休日と定めている場合に、その日に労働させる場合
●週休２日制を導入している場合に、週１回の法定休日以
外の休日に労働させる場合（労働条件の明示の際に、法
定休日を明確にしておく必要がある）
なお、法定休日以外の休日の労働により、週40時間を超え

る場合には時間外労働となり時間外労働の割増賃金の支払が
必要となります。
また、休日労働が、通常勤務日の時間外に当たる時間帯ま

で及んだとしても、あくまで「休日労働」であるため、深夜労働
にまたがらない限り、割増率は３割５分以上でかまいません（休
日労働＋時間外労働＝６割以上ではありません）。
③午後10時から午前５時までの間（深夜）における労働
所定内、所定外などいかなる場合にも、その労働が午後10

時から午前５時までの時間帯の一部又は全部にかかる場合、
その部分について割増賃金を支払わなければなりません。

〔参照条文〕労基法第32条、第35条、第37条

Q3
時間外割増賃金の具体的な計算式を教えてくだ
さい。

A3 以下のとおりです。
①法定時間外労働に対する割増賃金の計算式

（通常の賃金の時間単価）×1.25（※1）×（時間外労働時間数）

　技能実習生は労働関係法令が全て適用されます。しかしながら、厚生労働省による「外国人技能実習生の実習実施機
関に対する平成26年の監督指導、送検の状況」において違反内容の上位に「割増賃金の支払い」が挙げられています。
ご存じのように、賃金の不払いは労働関係法令違反として行政指導や刑事罰の対象となるだけでなく、入管関係法令か
らも不正行為として最長5年間の受入れ停止処分となりますので、基本的なことではありますが、今回は割増賃金の計
算方法について説明いたします。

＆Q A
割増賃金の適正な計算方法

労務管理の窓から
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②法定休日労働に対する割増賃金の計算式
（通常の賃金の時間単価）×1.35×（休日労働時間数）
③深夜労働に対する割増賃金の計算式
（通常の賃金の時間単価）×1.25×（深夜労働時間数）
④深夜に及ぶ時間外労働に対する割増賃金の計算式
（通常の賃金の時間単価）×1.50（※2）×（深夜に及ぶ時間
外労働時間数）
⑤深夜に及ぶ休日労働に対する割増賃金の計算式
（通常の賃金の時間単価）×1.60×（深夜に及ぶ休日労働
時間数）
⑥休日労働が８時間を超えても深夜業に該当しない限り３割
５分増しで差し支えない

※１：大企業については、１ヶ月の法定時間外労働が60時間を超える
部分は５割以上

※２：大企業については、１ヶ月の法定時間外労働が60時間を超える
部分と重なる場合は７割５分以上

＜通常の賃金の時間単価（次の計算を合算する）＞
（諸手当を支給している場合は要注意（Ｑ４参照））
●時間給の場合：時間給額
●日給の場合：日給額を１日の所定労働時間数で割ったもの
（日によって所定労働時間数が異なるときは、１週間におけ
る１日の平均所定労働時間数で割ったもの）
●週給の場合：週給額を１週間の所定労働時間数で割ったもの
（週によって所定労働時間数が異なるときは、４週間におけ
る１週の平均所定労働時間数で割ったもの）
●月給の場合：月給額を１ヶ月の平均所定労働時間数で割っ
たもの

（注）１ヶ月平均所定労働時間数＝（365日（※3）－年間所定休日）
　×（１日の所定労働時間数）÷12

※3：うるう年は366日とする。

Q4
割増賃金を計算するときは、月給総額から計算した
時間給に割増率をかけるだけでよいのですか。

A4 通常の労働時間の賃金の中には、家族手当、通勤
手当のように、労働と直接的な関係が薄く、個人的

事情に基づいて支払われる賃金があり、これら個人的事情に
基づく手当の違いによって賃金に差が出てくることになりま
す。このことから、労働基準法施行規則21条において、割増
賃金の時間単価を計算するときの基礎賃金から、除外するこ
とができる手当について規定されています。なお、これらは
単なる例示ではなく、限定的に列挙されたものですから、これ
らに該当しない賃金は、全て割増賃金の基礎賃金としなけれ
ばなりません。
＜ 「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できるもの＞
①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤
住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦１ヶ月を超える期間毎
に支払われる賃金（計算期間が１ヶ月を超える場合）
除外される賃金は名称ではなく、実態によって判断されます。
例えば、家族構成や居住地にかかわらず全員に同額の家族

手当や通勤手当が支払われている場合は、割増賃金の基礎

計算から除外されず、それぞれ扶養家族や通勤に要する費
用、通勤距離に応じて支給される手当であれば除外できるこ
ととなります。
なお、子女教育手当は義務教育課程（小・中学校）に在籍す

る子女がいる社員に支給する手当、臨時に支払われた賃金は
傷病手当や結婚手当など、１ヶ月を超える期間毎に支払われ
る賃金は賞与などが該当します。諸手当が「割増賃金の基礎
となる賃金」に含まれるか否かについて判断できない場合
は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できるもの以外の
手当等（精皆勤手当、食事手当など）を支給している場合は、
１時間当たりの賃金を計算し、「割増賃金の基礎となる賃金」
に加算して割増賃金を計算する必要があります。なお喫食数
による食事手当など金額が変動して支給する場合は、福利厚
生費と判断され「割増賃金の基礎となる賃金」から除外され
る可能性もあるので、最寄りの労働基準監督署にお問い合わ
せください。
例１：月給12万円　皆勤手当月額4800円の場合の「割増賃
金の基礎となる賃金」の計算方法
（12万円＋4800円）÷160時間（1ヶ月の平均所定労
働時間数（Ａ３（注）参照））＝780円

例２：時給800円　皆勤手当月額4800円の場合の「割増賃
金の基礎となる賃金」の計算方法
800円＋4800円÷160時間（1ヶ月の平均所定労働時
間数（Ａ３（注）参照））＝830円
〔参照条文〕労基法第36条、第37条、労基則第21条

Q5
割増賃金を計算した際に出る端数はどのように処理
したらよいですか。

A5 以下のとおりとなっています。なお、以下の方法は
あくまでも法律違反として取り扱わないということ

であり、常に労働者に不利とならない取扱いが必要です。可
能であれば、端数を常に切り上げる処理が望ましいです。

〔参照通達〕昭和63年3月14日　基発第150号

◎最後に
　割増賃金の不払いや支払い不足については、JITCOが実
施している母国語相談においても、未だに相談が絶えませ
ん。不正行為であるばかりではなく、訴訟を起こされ多額の
不足金を支払うことになるケースも発生しています。割増賃
金の正しい知識を身につけ、適正に支払うことによって、無用
なトラブルを避けるよう留意してください。

①１ヶ月における時間外労働、休日労働
及び深夜業の各々の時間数の合計に
１時間未満の端数がある場合

30分未満の端数を
切り捨て、それ以上を
１時間に繰り上げる。

②１時間当たりの賃金額及び割増賃金
額に円未満の端数が生じた場合

50銭未満の端数を
切り捨て、それ以上を
１円に切り上げる。

③１ヶ月における時間外労働、休日労働、
深夜業の各々の割増賃金の総額に１
円未満の端数が生じた場合

労務管理の窓から
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１.「出入国管理及び難民認定法（〔入管法）」第１９条の
１２第 1項では、紛失、盗難、滅失その他の事由により
在留カードの所持を失ったときは、その事実を知った日（本
邦から出国している間に当該事実を知った場合にあって
は、その後最初に入国した日）から１４日以内に、法務省
令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの
再交付を申請しなければならないと規定されています。

2.在留カードの再交付申請は、上記の事由が発生したと
きに行わなければなりませんが、再交付申請の中で圧倒
的に多い事由は、買い物に出かけた際などに財布と共に
紛失するケースです。そのほかには、住宅が火災に遭っ
て焼失したケース、また、盗難に遭ったといったケースが
まれに見受けられます。

3.それでは、具体的に在留カードの再交付申請に当たっ
て、どのような書類の提出が求められるのか確認したいと
思います。
法務省令の入管法施行規則第１９条の１１第 1項によ

れば、
○申請書１通（別記第２９号の１１様式）
○写真１葉（縦４㎝×横３㎝）（直近３か月以内撮影の
もの）
○在留カードの所持を失ったことを証する資料１通

を提出しなければならないこととされており、同省令第１９
条の１１第２項では、旅券、資格外活動許可書の交付を
受けている者にあっては、当該資格外活動許可書を提示
しなければならない旨定められています。この場合におい
て、旅券を提示することのできない中長期在留者にあって
は、その理由を記載した書類 1通を提出しなければなりま
せん。

4.当機構では、法務省令の規定を基に、次の書式「在
留カード再交付申請（紛失等）における提出書類一覧表（Ｊ
ＩＴＣＯ書式１０－２０７）」を法務省令を受け作成していま
す。同一覧表では、「在留カードの所持を失ったことを証
する資料」として、紛失の届出を受理した警察署が交付
する遺失届受理証明書などの提出を求めています。また、

在留カードの紛失等による再交付申請

２０１２年７月９日に施行された新しい在留管理制度では、我が国に中長期に在

留する外国人の在留状況の正確な把握、適正な在留管理及び在留外国人に対

する行政サービスの利便性向上等を目的に在留カードが交付されることとなりまし

た。これに伴い技能実習生・研修生（「３月」を超える在留期間が決定された者）

についても法務大臣から在留カードが交付されることとなりました。

 この制度が施行されておよそ３年半を経過している今日、特に、紛失による在留カードの再

交付申請の点検・取次ぎが増えている傾向にあることから、本号では技能実習生・研修生の「紛

失等による在留カードの再交付申請」について紹介したいと思います。

もっと役立つ入管指南
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旅券については、点検・取次ぎ依頼に際し、当該旅券の
身分事項等写しの提出のほか、旅券の現物の提出も求め
ています。そのほか紛失の事実を知った日から１４日を超え
て行われる申請手続については、遅延理由等を記述した
書類の作成・提出をお願いしているところです。

5.なお、JITCOが点検・取次ぎ依頼を受けた在留資格
変更許可申請及び在留期間更新許可申請に係る案件に
関して、点検終了後にJITCOから監理団体へ在留カー
ドの送付依頼をしますが、その時に、在留カードの紛失に
気付き、取次ぎに必要な同カードを送付できないときには、
取り次ぐことができません。このような場合には、在留カー
ドの再交付申請を先行していただくようになりますのでご留
意願います。

6.在留カードの再申請により新たな在留カードの交付を受
けた後に、先に紛失した在留カードが発見された場合は、
その発見の日から１４日以内に、法務大臣に対し当該在
留カードを返納しなければならないこととされています。

7.終わりに、既に偽変造された在留カードも発見されてお
り、我が国に在留を画策しようとする法違反者などが不正
に使用していることが報道されています。紛失した在留カ
ードが不正に使用されているといったことも考えられますの
で十分留意する必要があります。
　ご承知のとおり、入管法第２３条第２項では、在留カー
ドの常時携帯義務を課しています。紛失等未然防止のた
めには日頃からその管理が肝要ですので、監理団体にお
かれては技能実習生に対する指導等に留意していただき
たいと思います。

もっと役立つ入管指南
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   ( Reissuance ( lost ) )

To the Minister of Justice

Nationality / Region Date of birth Year Month Day
Family name Given name

Name Sex Male  /  Female

Address in Japan

Residence card number Yes / No

Reason for loss of the residence card / Date of realizing such fact

Year Month Day

Representative

Name Relationship with the applicant

Address

I hereby declare that the statement given above is true and correct.
Signature of the applicant (representative)) Date of filling in this form

Year Month Day

Attention

Agent or other authorized person

Name Address

Telephone number (Cellular phone number)

 Contact telephone number of applicant (representative)

Telephone no. Cellular phone no.

Organization to which the agent belongs (in the case of a relative, relationship with the applicant)

Permitted to engage in activity other than those
permitted under the status of residence previously granted

A member of the staff of the accepting institution, etc. whom the director of the regional immigration bureau deems to be appropriate (in cases pursuant to a
request from the applicant); an attorney or administrative scrivener who has given notification to the director of the regional immigration bureau (in cases pursuant
to a request from the applicant); a legal representative; a relative of the applicant, a person living together with the applicant or an equivalent person, whom the
director of the regional bureau deems respectively to be appropriate (in cases where the applicant is under the age of 16 years, suffers from an illness or owing to
other grounds)

Representative

Agent or other
authorized person

Ministry of Justice, Government of Japan

APPLICATION FOR RE-ISSUANCE OF A RESIDENCE CARD

Pursuant to the provisions of Paragraph 1 of Article 19-12 of the Immigration Control and Refugee Recognition Act,
I hereby apply for reissuance of a residence card.

A relative aged 16 years or above living together with the applicant (in cases where the applicant is under the age of 16 years, suffers from an illness or is unable to
apply for the residence card owing to other grounds, or in cases pursuant to the request of the applicant)

In cases where descriptions have changed after filling in this application form up until submission of this application,
the applicant (representative) must correct the part concerned and sign their name.

y

提出書類一覧表
（ＪＩＴＣＯ書式１０－２０７）

在留カード再交付申請書
（第29号の11様式）



点検・取次ぎサービスにおける「在留カード」の取扱いが変わりました。

　地方入国管理局へ提出する書類の点検・取次ぎサービスにおける在留カードの取扱いが
2015 年 12月７日（月）から下記のとおり変更となりました。

見直しの理由
○在留カードは、その交付を受けた技能実習生に携帯及
び提示義務が課されており、取次事務の過程でJITCO
が預かる期間は一時的なものとなります。
○近年、特に海外においてテロ行為が頻発し、我が国
においてもテロ発生防止その他の観点から、警察その
他の関係機関の職員から技能実習生が在留カードの
提示を求められる機会が従来に比べて増加する傾向
にあります。

改正の主なポイント
　これまで、地方入国管理局へ申請書類を取り次いだ後、
地方入国管理局の許可通知があるまで、原則として、
JITCOにおいて在留カードを保管・管理していましたが、
２０１５年１２月７日からは、地方入国管理局へ申請書等を
取り次いだ時点で、一旦、点検・取次ぎ依頼をされた監
理団体等に技能実習生の在留カードを返送し、それを当
該技能実習生に返納していただくことにより、常時携帯義
務の履行を図ることとしたものです。

改正後の取扱い ２０１５年１２月７日スタート
①申請取次ぎを行う時点でJITCOから点検・取次ぎ依
頼者（監理団体等）に連絡して、技能実習生の在留カ
ードの送付を依頼する。
②申請受理スタンプが押された在留カードは、一旦点検・
取次ぎ依頼者あて返送する（送料はJITCOにより負担
いたします）。また、返送された在留カードは、当該技
能実習生に返却され、本人が携帯する。
③地方入国管理局から、JITCOが取り次いだ申請等に
対する許可が決定された旨の通知が JITCOあてにな
される。
④ JITCOから、当該技能実習生の在留カードの再送付
（旅券及び手数料納付書等を含む）を点検・取次ぎ依
頼者に連絡する。
⑤ JITCOは、点検・取次ぎ依頼者から送付された在留
カードを地方入国管理局に提出（旅券及び手数料納付
書等を含む）、在留許可記載の新在留カード及び旅券
を受領した上、点検・取次ぎ依頼者に送付する。また、

その際に、失効措置がなされた旧在留カードも同時に
点検・取次ぎ依頼者に送付する。

ご留意いただきたい事項
①在留カードの常時携帯義務
　地方入国管理局へ申請取次ぎ後、返送された在留
カードを受領した点検・取次ぎ依頼者（監理団体等）の
皆様は、必ず同カードを技能実習生に渡し、常時携帯
させるようにしてください。

＊入管法上の規定
○本邦に在留する外国人（中長期在留者）は、常に旅券
を携帯していなければならない。ただし、在留カードを
携行する場合は、この限りではない（入管法第２３条第
１項）。
○中長期在留者は、法務大臣が交付し、又は市町村の
長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯し
ていなければならない（入管法第２３条第２項）。
○罰則
　第２３条第２項の規定に違反して在留カードを携帯し
なかった者は、２０万円以下の罰金に処する（入管法第
７５条の３）。
②在留カードの提示義務
　技能実習生が警察官等権限のある公務員から在留
カードの提示を求められた場合には、同カードを提示す
るようご指導ください。

＊入管法上の規定
○在留カードの交付を受けた外国人（中長期在留者）は、
入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官そ
の他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員
が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定す
る旅券、乗務員手帳、許可書又は在留カードの提示
を求めたときは、これを提示しなければならない（入管
法第２３条第３号）。
○罰則
　規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者は、１
年以下の懲役又は２０万円以下の罰金に処する（入管
法第７５条の２）。

もっと役立つ入管指南もっと役立つ入管指南 もっと役立つ入管指南
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JITCOの教材
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【教材に関するお問い合わせ先】　JITCO教材センター
電話：03-4306-1110　　Fax：03-4306-1116　　E-mail： publication_center@jitco.or.jp

既刊本の紹介新刊のご紹介

外国人技能実習生のための専門用語対訳集（フィリピン語版）（賛助会員は割引）
定価：各７０２円（本体６５０円＋税）　手帳サイズ 各６４頁■基本作業用語  ■安全衛生・技能実習用語

中国語版（２４種類） 定価：各６４８円（本体６００円＋税）

基本作業用語
安全衛生・
技能実習用語

型枠施工 溶接 鉄筋施工
配管

（建築・プラント）
家具製作 機械加工

とび 金属プレス加工 塗装（金属・建築） 鋳造 建築大工 プラスチック成形 水産練り製品 建設機械施工

婦人子供服製造 機械保全 帆布製品製造
ハム・ソーセージ・
ベーコン製造

耕種農業 紳士服製造 食鳥処理加工 電子機器組立て

インドネシア語版（１３種類） 定価：●印は各７５６円（本体７００円＋税）、○印は各６４８円（本体６００円＋税）

●基本作業用語
●安全衛生・
技能実習用語

○縫製
（婦人子供服・紳士服）

○型枠施工 ○溶接 ●鉄筋施工
○配管

（建築・プラント）
○家具製作

○とび ○金属プレス加工 ○建築大工 ○鉄工 ○板金（ＣＤ版）

ベトナム語版（１２種類） 定価：各７０２円（本体６５０円＋税）

基本作業用語
安全衛生・
技能実習用語

型枠施工 溶接 鉄筋施工 機械加工 とび 金属プレス加工

塗装（金属・建築） 鋳造 プラスチック成形 婦人子供服製造

（注）「板金」は、手帳ではなく内容をＰＤＦ化して収録したＣＤ版となっておりますので、お客様の方でプリントしてご使用いただくことになります。

日本の生活案内（改訂版）（賛助会員は割引）

この本は、初めて日本で暮らすことになった技能実習生が日本の生活にいち早く適応
するために最低限知らなければならないさまざまな情報、住宅の利用の仕方や食事のエ
チケット、ゴミの出し方、交通ルール、買い物の注意等の生活ルールや社会マナーを絵
解き入りで具体的に紹介しています。また病気になってしまったとき、病院で症状など
を説明するときに便利な患部別の用語や病気症状の用語などを約２００語収録していま
す。７言語とも母国語と日本語との対訳形式でイラストを用いてわかりやすく解説して
います。早く日本人の生活を知り、慣れ、誤解や批判の対象とならずに快適な生活を
送れるようになるための支援書で、技能実習生一人ひとりに配付しご活用ください。

この対訳集は、技能実習を行う作業現場で用いられる比較的使用頻度の高い約２００語の
単語を厳選し、フィリピン語と日本語との対訳形式でイラストを用いてわかりやすく解説して
います。技能実習現場ですぐ活用できるよう手帳サイズにコンパクトにまとめてありますので、
技能実習生一人ひとりに配付しご活用ください。また、技能実習担当者の方も使えるように
編集されています。なお、フィリピン語版のほか、以下の中国語版（２４職種）、インドネシア
語版（１３職種）、ベトナム語版（１２職種）も用意しておりますので併せてご利用ください。

このたび「自転車の正しい乗り方」「マイナンバー制度」の２つの項目を付け加えて改訂版として刊行しました。

　新たに全職種に共通して使用できる「基本作業用語」と「安全衛生・技能実習用語」の２種類を刊行しました。

定価：各１，７８２円（本体１，６５０円＋税）　Ａ５判１７４頁〈改訂版〉■中国語　■英語　■インドネシア語　■ベトナム語　■タイ語

定価：各１，８３６円（本体１，７００円＋税）　Ａ５判１７４頁〈新発売〉■ミャンマー語　■カンボジア語

★新たにミャンマー語版、カンボジア語版を刊行!!

★フィリピン語、4月1日から発売!!



お国ぶり・暮らしぶり
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フィリピンの人々の生活には音楽が根付いています。テ

レビやラジオはもちろん、ショッピングモールにいても、フ

ィリピンでは音楽を耳にしない日はありません。カラオケも

パーティになくてはならない存在になっています。カラオケ

ボックスだけでなく、自宅などでもカラオケを楽しむ様子が

頻繁に見られるほどです。カラオケで歌う曲は、欧米のヒッ

ト曲が好まれますが、OPM (Original Pilipino Music)

と呼ばれるフィリピンのオリジナルソングも非常に人気があ

ります。

フィリピンでは、アメリカで流行している楽曲をカバーし

ている歌手が多くいますが、フィリピン語でカバーされた日

本の楽曲もあります。徳永英明の「最後の言い訳」はレジー

ン・ヴェラスケスによってカバーされ、「Ikaw Pa Rin」といされ、「Ikaw Pa され、「Ikaw Pa R

う曲名で知られています。また、エイプリル・ボーイ・レジ・レ・レま。ま イイ・またまた エイプリル・ボた、エイプリル・ボーイた、エイプリル・ボーイ

ーノのヒット曲「Honey My Love So Sweet」は、サザンサザザMy M ササLy L So Sweet」はove So Sweet」は、Love So Sweet」は、サteto o S 」S

オールスターズの名曲「愛しのエリー」のカバー曲です。こです。。愛しのエ愛 ー」のカバー曲曲エリー」のカバー曲でのエリー」のカバー曲でバー」のカバ

の2曲は、ラジオのクラシック特集などで頻繁に取り上げら取り上取り上げック特集なック などで頻繁にどで頻繁に取集な集などで頻繁に取で頻繁で頻繁

れ、日本の楽曲のカバーであることを知らない人が多くい人が多人が多くことをることを らならならな知らない

るほど、フィリピンで人気のある曲です。最近はクールジャルジールジる曲である曲です。最最近はク最最近最近最す。最近はクー

パンの影響で、JUDY AND MARYが歌う「るろうに剣心」UDY AND MARYUDY AND MARY うに剣心うに剣心Yが歌歌歌う「るろう歌が歌が歌Yが歌う「るろうに 心」心」UDDYY 

のテーマソング「そばかす」を始めとする日本のアニメ主のそばかす」を始めそばかす」を始めと 日本のする日本の 題主題題ばか

どが、日本に興味のあるフィリピン人の間で流行して歌などどが 味のあ味のある ン人の間でン人の間で

す。いますす。

ンには、海外で活躍している歌手が多くいまフィリピンにリピンには、海 ます。ま多く歌手が多手が多手手手が歌手がる歌手が多

れたAPEC 晩餐会で歌声を披昨年、マニラで開催されで開催され 声を披露し声を披声声餐会で歌会で歌会で歌会会で歌餐会で歌声

思います。た歌手を例にご紹介したいと思い思い デ・アッル・・ルアップルアアアップル

プ (Apl.de.Ap) は、これまでに6度もグラミー賞を受賞し

たアメリカのヒップホップミクスチャーグループであるブラッ

ク・アイド・ピース (The Black Eyed Peas) のメンバー

として活躍しています。セリーヌ・ディオンのカバー曲で一

躍有名となったシャリース (Charice) は、フィリピンで無名

であったにもかかわらず、アメリカのテレビ番組で紹介され

たことをきっかけに人気を博しました。2010年に公開さ

れたデビューアルバムがアジア人歌手で初めてビルボードチ

ャートTOP10入りを果たし、日本でも話題となりました。

晩餐会でトリを務めたガリー・バレンシアーノ (Gary 

Valenciano) は、1990年の第41回 NHK 紅白歌合戦

に出場し「I Know What You Want」を披露しています。

晩餐会には出演していませんが、レア・サロンガ (Lea 

Salonga) も海外で活躍するフィリピン人シンガーの１人で

す。ブロードウェイで女優として活動しており、1991年の

「ミス・サイゴン」にキム役で主演した際にはトニー賞を受賞ニー賞を受はトニー賞を受

しました。また1992年に公開されたディズニー映画『アラました。また199ました。また1992 ニー映画ディズニー映画『アラたディズニー映画『アラ

ジン』では、プリンセスの歌声を担当し「A Whole New では、プリジン』では、プリンセジン』では、プリンセス Whole Neし「A Whole New当し「A Whole Newe e NWWh NN当し当し「

」を歌いましたdd」 まいまWorld」を歌いました。World」を歌いました。

フィリピンはアジアのラテン国家と称されることがありまフィリピンはアジアのフィリピンはアジアのラィリィリ アはアピ ままりまりまれることがありりががること称される家と称される称さ

すが、確かに情熱的なバラードが流行する傾向にあります。がすが、が、確かに情熱的なバが、確かに情熱的なバかに情 る傾向にありる傾向にありま傾向にあり傾向にありま傾る傾する行する傾

これは、ハラーナと呼ばれる求愛方法の影響ではないかとラハラーラララハラーナ 影響では影響ではないはないはないでは いいかではないかはななはな

考えられています。ハラーナとは、想いを寄せる女性の家ていていまてていていいまいまれて ます。す。すすす。ます。ハ 寄せる女寄寄せる女る女女性女性の家寄せる女性の家はとは、

の窓辺で男性がギター片手にラブソングを歌うという愛の手手に片ー片ー片片男性窓辺で男性がギター男男男性性窓辺で男性がギター片がギタがギギギがギギがギタ というといングソングを歌うといグを い のいういう愛のグを歌うという愛のにラにララブソラブソブラブラ ソソン

告白のことです。スペイン統治時代の影響を受けたもので告告白の告白 イ白白の とで白のことですでですです告白のことです。スペインす。ス。。す。ス の影響を受けたものでけたものけたものものものでたたもたもの統治時統治時治時代治時代時代の代の

すが、最近はあまり見られなくなりました。このように古く近は近はははは近 あまりあまあまままあままあまり よように古よよのように古くのようのように古くに古のように古く古くうにうに

から音楽はフィリピン人の感情に寄り添ってきました。フィフフはフフィリフフは ィリピィリピィリピィリピン ました。フィたしたました。フィたした フフフフフフフフた フィ

リピン人にとって音楽とは生活に根付いた、なくてはならなに根付に根付とって音にとって音楽音て音楽て音って音楽 てははならなははてはならななはななはなななら

い存在なののですの すすす。。すす。

「音楽は世界共通の言語」と昔から言われています。また、歌を歌っているときは皆笑顔で楽しくな
ることも万国共通ではないでしょうか。日本の音楽では、古くから歌われている民謡、童謡や子守歌、
子供の頃に音楽の授業で習った歌、流行歌として演歌やＪ－ＰＯＰなどのポピュラーミュージック、ジャ
パニーズロック、クラッシックなど数え上げたらキリがありません。どこの国でも音楽は日常の生活に溶
け込んでいると思います。しかし、その中身は実に様々と言えるのではないでしょうか。今回はそんな
各国の音楽事情を紹介します。

フィリピン
小嶋 愛（東京外国語大学 外国語学部 東南アジア課程 フィリピン語専攻）

音楽の坩
る つ ぼ

堝フィリピン
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皆さん、このような記憶はありませんか。お母さんの膝

の上で横になっていて、お母さんは編み物をしながら、優

しい声で子守歌を歌っている…。それが私の最初の記憶で

す。その記憶のせいか、小さい頃から音楽を聴くのが大好

きです。

小さい頃は、隣近所の子供たちと一緒に遊ぶときに、自

然に覚えた童謡をよく歌いました。大人になってからは、ベ

トナムのラジオ番組でベトナムの民謡や大衆音楽、西洋の

音楽などを楽しみました。私は民謡よりは西洋の音楽をよ

く聴きました。特に深夜に放送される「読書の時間」という

番組から流れる有名なクラシックの曲に合わせて音読され

るアナウンサーの声を聴くのが大好きでした。ポピュラー

音楽では、例えばABBAや Beatles などをよく聞きまし

た。多分、ベトナム民謡は「田舎っぽい」と思っていたので

しょう。知っているのはバクニン省の「 」という民謡

で恐らく一番有名な曲「 （帰らないで）」く

らいです。

では、ベトナムの音楽って、どのような音楽でしょうか。

民謡を除いたベトナムの大衆音楽は、戦前、戦中、戦後

の3つの時期の音楽にそれぞれ分けることができます。

戦前の音楽は、19世紀の後半から20世紀の30年代

末頃までの音楽で、フランスの影響か、タンゴ、ルンバ、

ボレロなどが一般的でした。男女の恋愛についての曲が多

く、私の大好きな曲は （チャン・ホアン）という

作曲家の「作曲家の「作曲家の「 （山の女の歌）」です。タンゴのリズム

となくロマンチックな気分になります。くを聞くと、何と聞くと、何とな 気分になります。気分になります。

、北部では道徳や愛国心を高める快活な曲戦中の音戦戦中の音楽は戦中の音楽は、 めや愛国心を高める快活や愛国心を高める快活愛国

このジャンルは“ニャック・ドオ”（赤い音楽）が多く、その後後そのそのがが多 の後こが多く、その後こ ク・ドオ”（赤いい赤赤・ド・ド 赤い赤いドニャック・ドニャック・ドオ”ック

した。ましと名付けられまれまけ名付けら という）とと（ホアン・ヒエップ）プ）ップップンン・ヒエ プホホアホ（ホ

作曲家が作曲した「作曲し作曲家が作作曲家が作家 出）」といハノイの思いい出）出）（ハノイの思い出（ハノイの思い出の思の思ハ

う曲は、今でも聞くと懐かしくて涙が込み上げてきます。は曲は、今曲は、今曲は、今は、は、今曲は曲は が込み上げてきが込み上げてき上げ上げ上げて

一方南部では、反戦歌や男女の恋愛についての悲しい曲一方南部で部ででは一方南部で一方南部で一方南部では方南方南方南 恋愛についてのの恋愛についてのついつ て歌や つ愛についての悲

が多い傾向があります。こうした曲は、1976年の南北統が がありますがあります向向があが多い傾向がありがが がありがありが多い傾向が多い傾向がが多い傾向がありままりますい傾い傾い傾 1したした 1 年す。す。ここうしこうしうこ した曲は、1976年の南北統

一後、“ニャック・ヴァン”（イエローミュージック）と名付けらャ後、“ニャ後、“ニャ後、“ニャ一後、“ニャック・ヴヴァ“ニ“ニ ージュージ ららン”ァン”（イン”（イ（ エロイエロローミュージック）と名付けら

れ「社会に悪影響を与える」として禁止されていました。しに「社会にれ「社会に悪「社会に「社会に「社会に「社会にれ「社会に悪 さされていまし

かし1986年にドイモイ政策が始まってから解禁され“ボレが始ま策が始まかし1986年し1986し1986かし1986年 かから解禁され

ロミュージック”として再び人気を集めます。なかでも、特人気を集人気を集ミュージッロミュージッロミ ジミ ジロミ ジロミュージック すますすすす。なかで

に国民的作曲家とされているているのはれている国民的作曲に国民的作曲 （チン・（

コン・ソン）です。600以上の曲を作曲した彼の曲は、時時時コ 00以上の曲を作曲0ン・ソン）でコン・ソン）で した彼の曲した彼の曲

代を超えて国内外のベトナム人に、男女、年齢を問わずにずにベトナム人に、男女、ベえて国内外のベトナム人に、男女、年齢を問わずに内代を超えて国代を超えて国 を問齢を問わ問わず、年女、年齢男女男女、年齢を問、年齢を問

歌われ続け歌われ続け愛され愛され、 るのているのはいているでよくでよく知らく知く知

「 （美しい昔）」という曲で、加藤登紀子さん

（1997）、天童よしみさん（2003）によってカヴァーされ、

人気を集めました。

戦後は、特にドイモイ政策が始まって以来、幅広いジャ

ンルの音楽が流行しています。代表的なのは、歌姫といわ

れる （タイン・ラム）、 （ホン・ニュ

ン）、 （ミー・リン）、また美男歌手 （ト

ゥン・ズォン）、 （クァン・ズン）などの曲がその

代表的なものとして挙げられます。

2000年頃には、外国の音楽、特に韓国の K-POPが

一気に流行するようになりました。日本でよく見られる光景

がベトナムでも見られるようになりました。若いファンたち

が好きな歌手を追いかけたり、ポスターや写真集、CDを

買い集めたり、高いお金を出してコンサートのチケットを買

ったりしたのでした。大人たちからは「狂信的なファンだよ」

とよく批判の言葉が投げかけられました。

K-POPはベトナムのV-POPにも影響を与えました。代

表的なのは、 （ソン・トゥンM-TP）という若

い歌手です。彼の音楽は、主にエレクトロニック・ダンス・ミ

ュージックですが、K-POPの強い影響を受けています。「韓

国の曲の盗作ではないか」と疑われたときもありましたが、

若い人たちのあいだで大人気となりました。彼の「

（昨日の君）」や「 （誰かが帰って

くるよ）」という曲は、V-POPの代表曲とも言われています。

ベトナム人の知合いが「ソン・トゥンM-TPは凄いよ。うちの

子供は朝なかなか起きなくて大変なの。でもソン・トゥンの

音楽を聞かせるとパッと起きるし、泣きやまないときに聞か

せるとすぐに泣きやむし…」と楽しそうに話してくれました。

残念ながら、J-POPはまだあまり知られていないようで

す。日本語を学ぶ人たちや親日派の人たちはよく知っていはよく知ってはよく知ってを学ぶ人を学ぶ人

るのですが、K-POP のような熱狂的なファンはまだ多くあァンはまだァ まだ多くあはまだ多くあるのでのですが、K-POP のるのですが、K-POP のよP

ます。それは五輪輪真輪真弓さんの「恋真弓さんの「恋りませんせません。ん。でも例外。ででも例外もありますせん。でも例外もありますあもりま ん。

人よ」です。この曲はベトナム語バージョンンン（ンよ」です。この曲はベトナ人よ ナムナムよ」です。この曲はベよ」です。この曲はベト曲は曲はす。す。 曲はベこの曲はベトナム語ベトナム語ベト

）があるので、日本語の歌詞を知ららない人でも、カらないない もでも人で カ本語の歌歌詞本語本語）があるので、日本）があるので、日本でであるのががあ 歌詞

ラオケで、ベトナム語でよく歌われています。すす。。ベトナム語でよく、ベトナム語でよくベトナムベトナム語

ンドネシア国民は、世代を超えて歌がインインドネシアドネシア 歌が好きな歌がを超え代を超え 民な民族だとい民な民族民族だだといといなネシア国民ネシア国民は

が、私の認識です。うのがが 私の認、私の認私の認識で私の認識です

人的には、毎年春に民放で放送される各国個人人的には的には 各各で個人的には、毎年春に民放で放送される各国代表の外国各国毎年毎年春春にに的には人的

が大好が大好 出、大好きで 出が大好きで、出Pのど自慢Pのど自慢のどのど自によるJ-PによるJ-PるJよるJ

ベトナム 
ファム・ラン・アイン（JITCO 元母国語相談スタッフ）

五輪真弓さんの「恋人よ」がよく歌われる

ンドネシドネシドネシインドンドイイ シアシアシアアア
恭子秋谷恭恭秋秋 （JITCO母国語相談スタッフ）母国語

歌を愛する国民、インドネシア愛 ア愛する国愛する国愛する国



20 かけはし2016.4 Vol.125

お国ぶり・暮らしぶり

場するインドネシア人を応援しています。

インドネシアではまだテレビやスマホがない時代からも、

熱帯特有の日中の暑さを避け、夜になると伝統的な民族楽

器のガムランを奏でながら、影絵のワヤン（人形を用いた伝

統的な影絵芝居）を徹夜で楽しみました。やがて、人が集ま

ると、誰かのギターの伴奏に合わせて、当時の流行りの歌

を唄うのが、インドネシアの若者のスタイルでした。そこに

居合わせた日本人である私に合わせて歌ってくれるのは、

五輪真弓さんの名曲「心の友」etc。それからすでに20数

年が経ちました。当時からインドネシア人の心をこのメロデ

ィーは掴んでいたのですね。この歌は今も五輪真弓さんご

自身をも巻き込んで、インドネシアの皆さんに歌い継がれ

ています。きっと技能実習生もよく知っているのではないで

しょうか。

先ほど紹介した、伝統的な民族楽器の「ガムラン

(gamelan)」は、インドネシアのジャワ島に古くから伝わる

楽団形式の音楽で、ジャワの高校に通う高校生たちは、音

楽の時間にガムランの演奏の授業があるようです。その感

想を技能実習生の１人に尋ねたところ「つまらなかった」との

こと。どうやら、伝統芸能は得てして若者にはウケが悪いの

は、何処も同じようです。みなさんも、ジャワ出身の技能

実習生にガムランの話を振ってみても面白いかもしれませ

ん。彼らの中には、伝統舞踊が踊れたりと、意外に多彩な

能力を持つ子もいたりするのですよね！

そのガムラン以外にも、インドネシアには、その地で育つ

植物を利用した楽器が各地に存在しています。その１つは

2010年にユネスコ無形文化遺産に登録されたアンクルン

(Angklung) です。これは西ジャワに起源を持つ竹製の打

楽器で、同地の小中高の音楽の授業に使用されています。

また在日インドネシア大使館主催のコンサートでの演奏は有

名で、機会があればその美しい音色をみなさんに堪能して

いただきたいものです。

また、ジャワ島、バリ島に起源を持つ、同じく竹製の縦笛の縦の縦に起島に起 製の製の起源に起源 持つ、同じく源を持つ、同じく竹製起源を持つ、同じく竹製のじじく

のスリン (suling)、東部インドネシア西ティモールに伝わる伝わわ部イン部 伝伝ンドン シア西ティモールドネシア西ティモールにドネシア西ティモールに伝モーモー西西西テ

ササンド (sasando) は、オウギヤシの葉を利用して弦を張て弦ををオウギ、 シの葉を利用し用しギヤシの葉を利用してウギヤシの葉を利用して利用利用のの を利

った弦楽器です。その他にも形の異なる楽器がインドネシアンドネンドネシも形の異も形 なる楽器がイなる楽器がイ異なの異なる楽器がイン楽器が楽器が

には存在するので、機会があれば検索してみるのもいいでもいのもいいば検索れば検索 てみてみてみしてみる

すね。

楽器の他にも、インド音楽に影響を受けた「ダンドゥットインド音楽に影響、インド音楽に影響 ンドゥッンドゥッ響を受受受けた「ダン受受受け響を受けた「ダン トットイン

（dandut）」というジャンルの音楽が存在し、インドネシアイジャンルの音楽がうジャンルの音楽が し、イ存在し、イン 人ア人人ン

っても好みは分かれますが、ダンドゥットの音色に合わによってって れますかれます ドゥットの音ドゥットの音

男女が体をくねらせる踊りなんていうのもあります。せて男男女 りうのもありもありありもものももいうのもあり

で、最近インドネシアの若者に人気の音楽その一方での一方で、最近 楽は、楽のの者に人気に人気人に人に人者 人若者に人気の

グループの JKT48（ジェーケー日本のAKB48の姉妹グ8の姉妹グル ーケーティーケーーー48（ジェ48（ジ8（ジ4 （ジ48（ジェー

メロディーー・フォーティー エイト）です。メメ ず、インドえずずーは変えーは変え

ネシア語に訳した歌詞の「ヘビーローテーション」や「恋する

フォーチュンクッキー」に熱狂するオタク系インドネシア男子

からも、目が離なせません！ 今どきの若者である技能実習

生の中には、実習のない日に「握手会」に通っている人もい

るようです。

また、アメリカやイギリスのロックミュージックの人気は

不動のものとなっていますが、一方 KARAに代表される

韓国の歌謡曲が「大好き！」なK-POP の熱烈なファンもい

ます。それらに比べると、J-POPは押され気味……でも

むしろ、日本で生活をしながら実習期間中に流行っていた

日本の曲を、想い出の曲として胸に刻んで母国に帰ってく

れると、日本人として嬉しいですよね。

中国の音楽は古くからの民族音楽をベースに、近代にお

ける西洋文化との交流によりロックやジャズ等の西洋音楽と

の融合し、多元化されています。いわば、復古と流行の繰

り返し、複合的要素の融合により精練されてきました。

中国の民族音楽は非常に豊富で、民間音楽（民間歌曲、

民間器楽、民謡、音頭、演劇音楽や講談音楽）、宮廷音楽（祭

祀音楽、朝廷謁見時や皇帝のお迎え、巡幸時の音楽、宴会

時の音楽）、宗教音楽（仏教音楽、道教音楽、キリスト教音楽、

イスラム教音楽、その他の宗教音楽）、文人音楽（七弦琴の

音楽、詩・詞朗読の調べ等）が含まれます。音楽は世界中の

ボーダレス交流とかかわっています。例えば、中国唐の時代

の宮廷音楽・舞踊が日本の遣唐使により日本にもたらされ、もたらさ日本にもたらさ

日本の雅楽に融合されているように、中国の民族音楽も、本の雅楽に融合さ本の雅楽に融合さ の民族音中国の民族音楽も中国の民族音楽も、

時代の発展とともに、お互いに融合しあい、特に近代以降、発展ととも時代の発展とともに、時代の発展とともに、お 特に近代以あい、特に近代以降しあい、特に近代以降、代以代以特特にに 以以しあいしあい

現代音楽、通俗音楽、アジア各国・クラシック音楽ののク クック西洋のクラシック音楽、西洋のクラシック音楽、 ・・楽、アジア各国国楽 各各アア ア通俗音楽通俗音楽、俗音

地域の音楽文化が中国に入り、中国の民族音楽に“革命”と地域地域の音楽文化が中国に地域の音楽文化が中国にの音の音 化化が楽地 とととと音楽に“革命”命”楽 革革楽国の民族音国の民族音楽民族

“変異”をもたらしました。その端的な例は変異変異異”をもたらしました。異”をもたらしました。もたらし 流行歌です。流行歌です。行歌です。流行流行例は流例は流行

中国の流行歌は①20世紀の1920年代末、30年代初行流行歌流行歌流行行歌流行歌歌は 代末、年代末、30年代30年30年、 年代年代末、30年代30030

めに生まれ、②1930年代から40年代は第1次ピーク期、れ、れ、②れれ、れ、②②まれ ②193199919②193 第1次ピ第1次ピ次ピピーピーク期、第1次ピーク期、ら40

③1980年代が第2のピーク期でした。①の時期、上海はクークピのピのピの年980年年代が第2の年年年代代1980年代が第2のピーが第が第第第が第第代が第2 期、時期、た。た。①の時期、① 、 は上上海は①の時期、上海はク期ク期期でし期でしたでしで期 たした

中国の経済文化の中心地で、娯楽文化が盛んでした。中中国中国 心国国 済国の経済済文済済済文文中国の経済文化の中心文化の化化化化化化文化の た化が盛んでしたんでした盛んでしたししたででしでしで、で、娯娯で、娯娯楽娯楽

1923年に中国初のラジオ放送局が生まれ、流行歌の拡大に中に中中に中中中年に 国初の国初国初初初国初初国初の 行歌の拡歌歌行歌の拡大行歌行歌の拡大の拡流行歌の拡大拡大歌の歌の

と発展に大きく寄与しました。《霧雨》（中国語：毛毛雨）はきき大ききく寄ききき大 く寄与く寄与く寄与く寄与く寄与 毛毛雨）は毛毛毛毛毛雨）は毛雨毛毛雨）））は雨））雨 は

中国初の流行歌です。②の時期には大勢の外国人が上海にには大期には大流行歌です流行歌です歌 す歌です歌です歌です 人がが上海にがが人が上海に上が上上が上上上海海

集まり、米国のジャズ音楽、欧米風のダンス・ホ 音音楽、欧米風の楽、欧米風の米国のジャズ米国のジャズのののジジジジャャののジジジャャ ーールの音ーホールの音ーールルののル

楽等が上海の娯楽施設に押し寄せていました。中国人楽団団団に押し寄せていに押し寄せていま楽等が上楽等が上海の娯楽施設海の娯楽施設 楽団楽団国国国国人楽団人人楽団国中国人楽団

により中国語のポピュラー音楽、歌が人気を呼ポピュラー音楽ポピュラー音楽、の誕生にの誕生に ュラー音楽、歌が人気を呼より中国語のより中国語の 呼び呼びをを呼び、呼びび、び、人気を人気をが人気が人気

中国
羌　国華（JITCO元母国語相談スタッフ）

流行音楽から見る中国の音楽事情
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黎錦暉、黎錦光、周璇らが歌った《香格里拉》、《月見草》（夜

来香）、《秋水伊人》などがヒット曲でした。②と③の間は、

新中国が成立し、プロレタリア文化大革命の時期にも当たり、

イデオロギーが重視され、資本主義と関わるものがすべて

批判され、欧米の流行音楽も排斥の対象となっていました。

流行曲は《紅灯記》《沙家浜》等8つの“革命模範劇（京劇）“の

音楽だけでした。③の時期になると、中国は改革・開放され、

台湾のテレサ・テンの歌や日本のテレビドラマ「おしん」が中

国で人気になり、その影響を受け、李谷一女史の《郷恋》と

蘇小明女史の《軍港の夜》等の歌がはやりました。特に

1983年に始まった生放送の中国 CCTV の番組は2年目

の1984年、初めて香港歌手張明敏を招き、「私の中国心」

という歌が歌謡曲ブームに火をつけました。1986年に大

型の流行歌年越し演唱会が催され、崔健氏のロックが人気

を博しました。同じ年に民謡・流行歌の“クジャク杯”の第1

回グランプリが北京で行われ、更に1988年、中国西部、

北部を舞台にした歌《一無所有》、《信天遊》、《黄土高原》、

映画『紅いコーリャン』の主題歌《妹の曲》等により、歌謡曲

は全盛期を迎えました。歌謡曲の分野に熱い「西北風」が吹

き込まれました。オランダで放送された「ザ・ヴォイス・オブ・

ホーランド」に倣って、中国浙江衛星テレビ局も音楽オーデ

ィション番組「The Voice of China（中国好声音）」を

2012年7月13日に放送開始し、人気歌手の発掘と中国

の歌謡曲のヒット作りに寄与しています。

中国の流行歌は以上のように、時代とともに異なる国・地

域の音楽との交流の中、ラジオ放送、テレビ、映画、大型

コンサート、音楽オーディション番組、今はインターネット等

の媒体を利用し、どんどん発展してきました。こうして多元

化した流行歌は、私達が中国の歴史などを知る１つの窓口に化した流行化した流行歌

りもなります。なりま

タイの音楽は、若者・都市部で人気のポップ・ロック系と、若者音タイの音タイの音タイの音タイの音楽は、若若イののイの のポッのポッ者・都者 都市・都市都市部市部でで人気のポップ・ロック系と、

年配者・地方で支持されるタイ風歌謡曲（タイではルークト地配者 地年配者・地方配者・地配者・地配者 地配者・地年配者・地方 （（タイではル

ゥン、モーラムと言われています）で大きく区分けされてきます）ます）でラン、モーラン、モーラン、モーラゥン、モーラ ききく区分けさ

ました。ですが、ここ数年はそれぞれのジャンルのビッグネはそれぞれはそれぞれした。ですました。ですました ですした ですました ですました です ジジャジャャンルのビ

ームによるコラボレーションが、年度を代表するような大きションが、年度を代ションが、年度をムによるコームによるコ 代代表す代表表するような

なヒット曲となっていまな ます。まなヒット曲とななヒット曲とな

その先駆けとなったのが、2010年のタイ音楽シーンでででたのが、2010年のた先駆けとなったのが、2010年のタイ音楽シーンでその先駆けその先駆け 楽シ音楽シーシ ンタイのタイ音年の年のタタイ音楽シタイ音楽シ

o.１のロo.１のロ人 気 N人 気 N スラースラムスースあるあるボデボボデ

(Bodyslam)とモーラム界の大御所シリポーン (Siriporn)

によるコラボレートです。ボディースラムのシリポーンに対

するリスペクトの姿勢もあり、タイ全土、幅広い層での大ヒ

ットとなりました。

この成功により、最近ではタイ最大の芸能会社グラミー 

(Grammy) が、同社のビッグネーム同士によるコラボレー

ト曲をリリースして次々と大ヒットに繋げています。

ただ、これらのヒットの成功はそれぞれの知名度のアップ

やコンサート集客率の向上ももたらしましたが、いくつかの

問題点も指摘されています。ひとつは、コラボレーション

がスタジオ録音、ミュージック・ビデオでのコラボであり、

生のステージ上ではないということです。それぞれが単独

でツアーを行い、ジャンルが違うため音楽フェスなど数組の

アーティストが集まるステージでは同席することがないので

す。バンコクで行われる単独コンサートでのゲスト出演が数

少ないチャンスというのが現実なのです。これは非常に残

念なことです。

いままでは、タイ音楽ファン、ましてや外国人旅行者にと

って生のステージに接するのはなかなかハードルの高いこ

とでした。ですが、現在ではそれも容易になってきました。

バンコクはもとより、地方の都市でも大規模なコンサート

会場、ライブハウス、ライブレストラン、ライブパブがたく

さん出来ているからです。さらに、アーティストやレコード

会社の Facebook、Twitter、ホームページからスケジュ

ールを調べることができるようになったのです。バンコクな

どでのビッグ・コンサートやイベントに関していえば、日本

からネット上で予約が出来るほどです。数日間のバンコク滞

在でも、誰かしらのライブに接するチャンスは高くなってき

ています。一方ライブハウス等のステージはメインの出演はメインの出はメインの出方ライ方ライ

者の登場が深夜12時過ぎというのが普通ですので、帰り通ですので通 ので、帰りすので、帰り者の登者の登場が深夜12時過者の登場が深夜12時過ぎ2時

細心の注意が必必要で必 です。要です。の交通手交通交通手段の手段の確保手段の段の確保などには細通手段の確保などには細心になどのの交 手段

最近、日本でも楽曲の購入はインターネッッネッ 経由が当たががット経由が当たット経由が当た最近、日本でも楽曲の購入最 入入最近、日本でも楽曲の最近、日本でも楽曲の購楽楽曲日本日本 楽曲のでも楽曲の購入はの購入はイの

り前になってきていますが、タイでは日本以以上にその傾向本以上以上 ののにその 向が、タイででがが、になってきていますが前になってきていますが、いまいまきててって で

が顕著になってきています。レコード会社によるリによるリリースもによるリよるよる ースもースもなってきていますなってきています。ってきてってきて

インターネット配信のみで、CD の発売はなしということもことことしという もいい もという もト配ト配ト配ット配信配ト配信ットット配

多いのです。CD 発売までたどり着けるのは、一部のビ一部のビッ一部のビッビののビ一部一 ッ一部 ッ、一部 ッのです。CD 発売のです。CD 発売まCC 着り着け

グネームというのが現状です。それにより、毎月のようにり、毎より、毎月のようにのように月 に毎月の に状です。状です。グネーグネーームというのが現状ームというのが現状ういうググ そ。それそれにそれによれにれそ によ

小の CDショップの閉店が続いています。かつてのようます てのようてのようDショップCDショップ大大小 続い続いていいていていまいま

に、CDショップ巡りで新たなアーティスト、シンガンガーに出ガ 出ーに出ガーにに出ンガガ に出ンガーに出ショップ巡りショップ巡りップップ

会うというタイ音楽の楽しみ方は、難しくなってきている今ききていいるる今今きてきているいる今今てきうタイ音楽うタイ音楽うタイ音楽いうタイ音楽の

日です。

た、タイでも日本のアーティストはまたまた、タイ、タイで は人気がはティーティ あがあり、時々あありあり、時々々がタイでも日タイでも日

サートも行われています。浜崎あゆコンササートも行ートも行 ゆみ、Sゆす。浜崎す。浜崎 MAP、嵐SSMAP、嵐、SMAP、嵐、トも行われートも行われ

APAN、AKB48といったところが特に人気X JAA AN APAN A 人気人とX  JAPAN、AKB48といったところが特に人気があります。人気4B488といN、PAN、A

タイタタ
伊多波一夫（アジア映画を探求するライター）を探求するライターを探求するライター）るライするライタ

旅行者でも楽しめる音楽シーン外 旅旅外国人旅外国人旅人旅外国人旅行者外外 旅行旅行外国人旅外国人旅外国人旅行者者国人国国人 めるしめる音楽シでもでもでもも楽も 音る音しめる音楽シー



ニ ュ ー ス

■作品募集のご案内（PDF） 　
http://www.jitco.or.jp/nihongo/data/2016/boshu/guidance.pdf

1. 応募資格
募集期間内に、日本に在留する外国人技能実習生又は研修生であること 
• 応募は一人一作品で、自作の未発表の作品に限ります。

2. 募集期間
2016 年4 月1 日（金）～2016 年5 月12 日（木）必着

3. テーマ
自由 （特定のテーマを設けませんので自由にお書きください）

4. 使用言語
日本語

5. 応募形式
A4サイズの400字詰め原稿用紙3枚で、文字数1,200字以内（本文） 
■たて書き用（PDF） 

http://www.jitco.or.jp/nihongo/data/2015/boshu/writing_
paper_y.pdf
■よこ書き用（PDF） 

http://www.jitco.or.jp/nihongo/data/2015/boshu/writing_
paper_x.pdf
● 本人自筆の原本に限ります。ワープロ・パソコン使用による原稿及びコ

ピー原稿は受け付けません。
● 作品には必ず題名と氏名を記入してください。（原稿用紙の枠外）
● 原稿は縦書きでも横書きでもかまいません。
● 筆記用具の指定は特にありませんが、鉛筆の場合は２Ｂ以上の濃い

鉛筆をお使いください。
6. 応募方法

応募用紙（PDF 又は WORD）に必要事項を記入のうえ、応募作品に添
付し、次の宛先へ郵送してください。
● 応募用紙は、記入漏れのないようにお願いします。
● 応募用紙は、応募者本人以外の方が記入してもかまいません。
●  FAX や E-mail では受け付けません。
■応募用紙

［PDF］ http://www.jitco.or.jp/nihongo/data/2016/boshu/
oboyoshi_p.pdf

［WORD］ http://www.jitco.or.jp/nihongo/data/2016/boshu/
oboyoshi_w.doc

【作品応募先】
〒108-0023 東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング11階
公益財団法人 国際研修協力機構 能力開発部援助課 
作文コンクール事務局

　2015年12月28日付にて、厚生労働大臣公示「技能実習制度推進事業
等運営基本方針」が一部改正され、同方針別表「技能実習２号移行対象
職種」に、下記の通り、職種・作業の追加と、一部名称変更がありましたの
で、お知らせします。
■追加

職種 作業

座席シート縫製 自動車シート縫製作業

■名称変更

職種 作業（旧名称） →（新名称）

漁船漁業

（旧）まぐろはえ縄漁業 →（新）延縄漁業

（旧）底曳網漁業 →（新）曳網漁業

（旧）流し網漁業 →（新）刺し網漁業

（旧）かに・えびかご漁業作業 →（新）かに・えびかご漁業

【該当の厚生労働省ホームページ】
■技能実習制度

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/shokugyounouryoku/global_cooperation/gaikoku/index.html
■技能実習制度推進事業等運営基本方針　

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/shokugyounouryoku/global_cooperation/gaikoku/index.html

（別表　技能実習2号移行対象職種 ）
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugy

ounouryokukaihatsukyoku/0000108161.pdf
　同職種・作業の技能実習計画（２号）の審査基準、技能実習実施計画
書モデル例についても、上記の厚生労働省ホームページで公表されていま
すので、ご確認ください。
　なお、今般追加・変更になった職種・作業における試験実施機関の連
絡先は以下のとおりです。試験内容の詳細等については、直接、各試験
実施機関にお問い合わせください。　

職種 作業 試験実施機関 連絡先（TEL）

座席シート縫製 自動車シート
縫製作業

一般社団法人　
日本ソーイング技術研究協会 052-238-2256

漁船漁業

延縄漁業

一般社団法人 
大日本水産会 03-3585-6682

曳網漁業

刺し網漁業
かに・えびかご
漁業

▶お問合わせ先　
能力開発部移行業務課　Tel：03-4306-1192
能力開発部援助課　Tel：03-4306-1182

技能実習２号移行対象職種・
作業の追加と一部名称変更について
（座席シート縫製職種・漁船漁業職種）

第24回外国人技能実習生・研修生
日本語作文コンクール募集要項

最優秀賞／（技能実習生・研修生計4名程度）… 表彰状及び賞金（5万円）
優秀賞／（技能実習生・研修生計4名程度）… 表彰状及び賞金（3万円）
優良賞／（技能実習生・研修生計20名程度）… 表彰状及び賞金（2万円）
●上記入賞者の他に佳作を選出し、記念品を授与します。
● 上記入賞者及び佳作の作品は「日本語作文コンクール優秀作品集」に

掲載します。

所属機関を通じて入賞者に通知するとともに、2016年8月下旬に JITCO
ホームページで発表する予定です。

（1） 審査に関するお問合わせには、一切お答えできません。
（2） 募集要項に即していない作品は、審査の対象外となります。
（3）  応募用紙に記載された個人情報は、本コンクールの運営に必要な

（4） 応募作品は返却しません。
（5） 応募作品の著作権は JITCOに帰属します。

公益財団法人 国際研修協力機構 能力開発部援助課 
作文コンクール事務局
電話：03-4306-1183／ FAX：03-4306-1115

ネットサイト「JITCO 日本語教材ひろば」（http://hiroba.jitco.or.jp/）から
もダウンロードできます。
　また、各国語の募集案内や募集規定に合わせた400文字詰め原稿
用紙のほか、外国人にとって不慣れな原稿用紙を使った書き方の説明も、
各国語で無料ダウンロードできます。

日本への肉製品の持込みなどについて

平成28年２月１日
農林水産省動物検疫所

日本への肉製品の持込みなどについて

発生しているため、中国、台湾、韓国、モンゴル、ロシア、ブラジ
ルなどのほとんどの国から、肉や肉製品を持込むことはできません。

製品のお土産の持込みや、海外での動物との接触や汚れた作業着
によって、実習先の農家で家畜の病気を発生させる危険性があります。

立ち寄り、申告するよう、また１週間以上日本の家畜には触れないよ
うご指導をお願いします。また、使用済みの作業着や肉製品の持ち
込みは固く禁ずるようお願いします。

ことは家畜伝染病予防法等で規制されおり、違反すると法律により罰
せられることもあります。

諸国の言語による案内の掲載を進めています。

牛肉、豚肉、鶏肉、家鴨肉などの生肉、干肉、味付け肉、ハム、ソーセージ、
ベーコン、豚まん、肉入りちまき、肉加工品、肉を使ったお菓子など。

http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html
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■作品募集のご案内（PDF） 　

1. 応募資格

• 応募は一人一作品で、自作の未発表の作品に限ります。
2. 募集期間

2016 年4 月1 日（金）～2016 年5 月12 日（木）必着
3. テーマ
自由 （特定のテーマを設けませんので自由にお書きください）

4. 使用言語
日本語

5. 応募形式

■たて書き用（PDF） 
http://www.jitco.or.jp/nihongo/data/2015/boshu/writing_

paper_y.pdf
■よこ書き用（PDF） 

http://www.jitco.or.jp/nihongo/data/2015/boshu/writing_
paper_x.pdf
● 

ピー原稿は受け付けません。
● 作品には必ず題名と氏名を記入してください。（原稿用紙の枠外）
● 原稿は縦書きでも横書きでもかまいません。
● 

鉛筆をお使いください。
6. 応募方法

付し、次の宛先へ郵送してください。
● 応募用紙は、記入漏れのないようにお願いします。
● 応募用紙は、応募者本人以外の方が記入してもかまいません。
●  FAX や E-mail では受け付けません。
■応募用紙

［PDF］ http://www.jitco.or.jp/nihongo/data/2016/boshu/
oboyoshi_p.pdf

［WORD］ http://www.jitco.or.jp/nihongo/data/2016/boshu/
oboyoshi_w.doc

【作品応募先】
〒108-0023 東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング11階
公益財団法人 国際研修協力機構 能力開発部援助課 
作文コンクール事務局

　2015年12月28日付にて、厚生労働大臣公示「技能実習制度推進事業
等運営基本方針」が一部改正され、同方針別表「技能実習２号移行対象
職種」に、下記の通り、職種・作業の追加と、一部名称変更がありましたの
で、お知らせします。
■追加

職種 作業

座席シート縫製 自動車シート縫製作業

■名称変更

職種 作業（旧名称） →（新名称）

漁船漁業

（旧）まぐろはえ縄漁業 →（新）延縄漁業

（旧）底曳網漁業 →（新）曳網漁業

（旧）流し網漁業 →（新）刺し網漁業

（旧）かに・えびかご漁業作業 →（新）かに・えびかご漁業

【該当の厚生労働省ホームページ】
■技能実習制度

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/shokugyounouryoku/global_cooperation/gaikoku/index.html
■技能実習制度推進事業等運営基本方針　

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/shokugyounouryoku/global_cooperation/gaikoku/index.html

（別表　技能実習2号移行対象職種 ）
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugy

ounouryokukaihatsukyoku/0000108161.pdf
　同職種・作業の技能実習計画（２号）の審査基準、技能実習実施計画
書モデル例についても、上記の厚生労働省ホームページで公表されていま
すので、ご確認ください。
　なお、今般追加・変更になった職種・作業における試験実施機関の連
絡先は以下のとおりです。試験内容の詳細等については、直接、各試験
実施機関にお問い合わせください。　

職種 作業 試験実施機関 連絡先（TEL）

座席シート縫製 自動車シート
縫製作業

一般社団法人　
日本ソーイング技術研究協会 052-238-2256

漁船漁業

延縄漁業

一般社団法人 
大日本水産会 03-3585-6682

曳網漁業

刺し網漁業
かに・えびかご
漁業

▶お問合わせ先　
能力開発部移行業務課　Tel：03-4306-1192
能力開発部援助課　Tel：03-4306-1182

技能実習２号移行対象職種・
作業の追加と一部名称変更について
（座席シート縫製職種・漁船漁業職種）

第24回外国人技能実習生・研修生
日本語作文コンクール募集要項

7. 賞　
最優秀賞／（技能実習生・研修生計4名程度）… 表彰状及び賞金（5万円）
優秀賞／（技能実習生・研修生計4名程度）… 表彰状及び賞金（3万円）
優良賞／（技能実習生・研修生計20名程度）… 表彰状及び賞金（2万円）
●上記入賞者の他に佳作を選出し、記念品を授与します。
● 上記入賞者及び佳作の作品は「日本語作文コンクール優秀作品集」に

掲載します。
8. 入賞作品の発表　

所属機関を通じて入賞者に通知するとともに、2016年8月下旬に JITCO
ホームページで発表する予定です。

9.その他　
（1） 審査に関するお問合わせには、一切お答えできません。
（2） 募集要項に即していない作品は、審査の対象外となります。
（3）  応募用紙に記載された個人情報は、本コンクールの運営に必要な
　  範囲内で利用します。

（4） 応募作品は返却しません。
（5） 応募作品の著作権は JITCOに帰属します。

10. お問合わせ先
公益財団法人 国際研修協力機構 能力開発部援助課 
作文コンクール事務局
電話：03-4306-1183／ FAX：03-4306-1115

※各国の募集案内は「技能実習の友」2月号に掲載されているほか、インター
ネットサイト「JITCO 日本語教材ひろば」（http://hiroba.jitco.or.jp/）から
もダウンロードできます。
　また、各国語の募集案内や募集規定に合わせた400文字詰め原稿
用紙のほか、外国人にとって不慣れな原稿用紙を使った書き方の説明も、
各国語で無料ダウンロードできます。

たくさんのご応募をお待ちしています！

日本への肉製品の持込みなどについて

　日本への肉製品の持込みなどについて、農林水産省動物検疫所より、
以下のとおり注意喚起、周知に関する依頼がありました。監理団体及び実
習実施機関各位におかれましても、十分なご対応をお願い申しあげます。

平成28年２月１日
農林水産省動物検疫所

日本への肉製品の持込みなどについて
　海外では、口蹄疫、鳥インフルエンザなどの家畜の悪性伝染病が
発生しているため、中国、台湾、韓国、モンゴル、ロシア、ブラジ
ルなどのほとんどの国から、肉や肉製品を持込むことはできません。
　特に、牛、豚、鶏などの家畜を扱う農場の技能実習生による、肉
製品のお土産の持込みや、海外での動物との接触や汚れた作業着
によって、実習先の農家で家畜の病気を発生させる危険性があります。
　このため、海外で家畜に触れた場合は、入国時に動物検疫所に
立ち寄り、申告するよう、また１週間以上日本の家畜には触れないよ
うご指導をお願いします。また、使用済みの作業着や肉製品の持ち
込みは固く禁ずるようお願いします。
　なお、携帯品（お土産）や郵便物として、肉製品を日本に持ち込む
ことは家畜伝染病予防法等で規制されおり、違反すると法律により罰
せられることもあります。
　また、動物検疫所では、訪日旅行客向けにホームページにアジア
諸国の言語による案内の掲載を進めています。

　詳しくは、下記を参照ください。
●日本に持込が出来ない肉製品の例

牛肉、豚肉、鶏肉、家鴨肉などの生肉、干肉、味付け肉、ハム、ソーセージ、
ベーコン、豚まん、肉入りちまき、肉加工品、肉を使ったお菓子など。

●家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために～海外へ旅行される方へのお願い
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html

●家畜の伝染性疾病の発生情報　
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/ai-fmd.html

●肉製品などのおみやげについて　
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html

● Animal quarantine information for travellers to Japan 
http://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html

「行方不明報告書」の改定について

　この度、法務省入国管理局からの要請により、技能実習生が失踪した
場合に監理団体（企業単独型の場合は実習実施機関）が地方入国管理
局に対して提出する「行方不明報告書」（JITCO 書式10-54、2号移行様
式11）を改定することといたしました。また、本改定に伴い、「行方不明
報告書」の付属資料となる「名簿」（JITCO 書式10-56-2、2号移行様式

〈別添 A〉）につきましても併せて改定となります。
　今後、地方入国管理局に「行方不明報告書」を提出する際には、改
定後の書式をご提出いただきますよう、お願いいたします。

〈改定箇所〉送出し機関の名称・所在地を記載する欄を新たに追加
〈改定時期〉即日
【改定後の書式・様式】
●行方不明報告書（JITCO 書式10-54）
［PDF］ http://www.jitco.or.jp/download/data/
yukuehumei_10_54.pdf

［EXCEL］ http://www.jitco.or.jp/download/data/
yukuehumei_10_54.xls

●名簿（JITCO 書式10-56-2）
［PDF］ http://www.jitco.or.jp/download/data/yukue_
meibo_10_56_2.pdf

［EXCEL］ http://www.jitco.or.jp/download/data/yukue_
meibo_10_56_2.xls

●行方不明報告書（2号移行様式11）
［PDF］  http://www.jitco.or.jp/files/011.pdf
［EXCEL］  http://www.jitco.or.jp/download/data/excel/011.xls

●名簿（〈別添 A〉））
［PDF］ http://www.jitco.or.jp/files/A.pdf
［EXCEL］ http://www.jitco.or.jp/download/data/excel/A.xls

【記載例及び記載要領】
●行方不明報告書（JITCO 書式10-54）
［PDF］  http://www.jitco.or.jp/download/data/yukuehumei_
ex_10_54.pdf

●名簿（JITCO 書式10-56-2）
［PDF］ http://www.jitco.or.jp/download/data/yukue_
meibo_10_56_2ex.pdf

▶お問合わせ先　　
出入国部 企画管理課　TEL：03-4306-1126

 （農林水産省ホームページから抜粋）
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■今回の「技能実習の現場から」では関東通信事業協同組合様と曙

精機工業株式会社様を訪問させていただきました。関東通信事業協

同組合様は長年蓄積してきた外国人技能実習制度のノウハウを実習

実施機関や技能実習生に上手に活用されており、制度を円滑に運用

している様子を伺うことができました。また、曙精機工業株式会社

様からは、技能実習生の働きに感謝し、技能実習生を大切に扱うこ

とで、人間関係を円滑にしていることが伺えました。実習現場で写

真を撮らせていただく機会がありましたが、技能実習生が現場の責

任者たちと本当に和気藹々としながら実習している様子が伝わって

きました。そして、技能実習生達のさわやかな笑顔がとても印象的

でした。（Ａ）

編 集 後 記

かけはし（JITCO JOURNAL）　第26巻125号

JITCOホームページ　http://www.jitco.or.jp/

発 行 日

発 　 行

企画編集

2016年（平成28年）4月1日

公益財団法人 国際研修協力機構
〒108-0023
東京都港区芝浦2-11-5
　　五十嵐ビルディング11階・12階

総務部 広報室
Tel:03-4306-1166 Fax:03-4306-1112
E-mail：kouhou@jitco .or . jp

JITCOカレンダー

JITCO本部 個別事案のお問合わせ先

内　容

4月

5月

6月

技能実習制度説明会

技能実習制度説明会

技能実習生受入れ実務セミナー ～企業単独型コース～

スキルマップ特別講習会「実習生のモチベーションを高めるために」～職場指導の実例と演習～

技能実習制度説明会

スキルマップ特別講習会「実習生のモチベーションを高めるために」～職場指導の実例と演習～

日本語指導セミナー

技能実習生受入れ実務セミナー ～団体監理型コース～

スキルマップ特別講習会「実習生のモチベーションを高めるために」～職場指導の実例と演習～

特別講座（相談対応実務講座）～実習面・生活面のトラブル防止に向けて～

場　所

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

東京

担当部

企業部相談課

企業部相談課

企業部企画課

能力開発部移行業務課

企業部相談課

能力開発部移行業務課

能力開発部援助課

企業部企画課

能力開発部移行業務課

企業部相談課

TEL

03-4306-1160

03-4306-1160

03-4306-1156

03-4306-1192

03-4306-1160

03-4306-1192

03-4306-1168

03-4306-1156

03-4306-1192

03-4306-1160

13（水）

11（水）

25（水）

26（木）

 1（水）

 9（木）

17（金）

23（木）～24（金）

28（火）

29（水）  

相談内容 新電話番号 担当部署

1. 受入れに関する総合的な相談

受入れに関する総合的な相談
03-4306-1160 企業部相談課

技能実習制度説明会
受入れ実務セミナー 03-4306-1156 企業部企画課
建設業関係の受入れ相談 03-4306-1165 企業部建設班

2. 送出し国に関する相談	 03-4306-1151 国際部

3. 入国・在留手続きに関する相談
入国管理局への各種申請書類（技能実習生（1号）・研修生関係） 03-4306-1130 出入国部入国支援課
入国管理局への各種申請書類（技能実習生（2号）関係） 03-4306-1140 出入国部在留支援課

4. 技能実習への移行手続き（入国管理局関係を除く） 03-4306-1192 能力開発部移行業務課

5. 技能実習・研修の成果向上に
関する相談

技能実習計画に関する相談 03-4306-1192 能力開発部移行業務課
日本語教育に関する相談

03-4306-1168 能力開発部援助課
日本語指導セミナー･日本語指導ワークショップ･日本語指導オンデマンド
技能実習指導員セミナー

03-4306-1176 能力開発部対策課
生活指導員健康確保セミナー

6. 外国人技能実習生受入れ事業の評価、認定 03-4306-1133 出入国部入国支援課
7. 講習支援 入国後の講習における講師派遣等 03-4306-1138 出入国部講習支援課

8. 技能実習生・研修生向け
母国語相談

技能実習生・研修生向け母国語相談
03-4306-1111
フリーダイヤル
0120-022332

企業部相談課

健康・医療相談 03-4306-1118 JITCO顧問医
（毎月第1月曜日	14～17時）

メンタルヘルス相談 03-4306-1173 能力開発部メンタルヘルス
アドバイザー

9. 安全衛生・労働条件の確保と
労災補償手続き関係

経営者安全衛生セミナー 03-4306-1176
能力開発部対策課労災保険請求に関する相談 03-4306-1175

外国人研修生・技能実習生死亡弔慰金制度 03-4306-1177
10. 技能実習生手帳 03-4306-1181 能力開発部援助課

11.	JITCO保険
外国人技能実習生総合保険

03-4306-1177 能力開発部対策課
外国人研修生総合保険

12.	JITCO教材・出版物 03-4306-1110 総務部教材センター
13. 賛助会員に関する相談 03-4306-1163 企業部賛助会員課

14. 広報関係

総合情報誌「かけはし」

03-4306-1166 総務部広報室
母国語情報誌「技能実習生の友」
JITCOホームページ
JITCO総合パンフレット
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